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明
治
三
十
一
一
年
所
得
税
法
主
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
)

第
九
十
二
巻

四

回

第
六
号

五
四

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
〉

品

寺

貞

男

-J、

「
船
舶
減
価
償
却
金
」
を
「
明
治
二
十
年
十
一
月
維
持
船
価
〔
一
八

O
万
円
、
二
三
年
一

O
月
に
改
め
て
一
五
心
万
円
〕
の
百
分
の
凶
以
上
と
現
定
し
、
次
い
で
二
十
八
年
七
月
総
加
価
D
年
百
分
の
四
以
上
〔
た
だ
し
、
二
六
年
一

二
月
に
一
月
か
ら
六
月
ま
で
を
上
半
期
、
七
月
か
ら
一
一
一
月
ま
で
を
下
半
期
と
し
た
の
で
、
半
期
百
分
の
二
以
上
〕
と
改
め
」
さ
ら
に
三

O
年
七
月

定
款
第
四
十
五
条
に
「
船
舶
減
価
償
却
金
ハ
株
主
配
当
金
ノ
年
利
一
割
-
一
満
タ
サ
ル
場
合
ニ
限
リ
総
船
価
ノ
百
分
ノ
一
迄
ニ
其
割
合
ヲ

減
九
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
一
項
を
加
む
、
次
頁
臼
表
に
示
し
た
よ
う
な
船
舶
減
価
償
却
軒
実
施
し
た
。

さ
て
、
右
の
「
維
持
船
価
た
る
意
味
は
総
現
在
代
価
を
称
L
T
も
白
で
あ
る
」
か
ら
一
、

大
阪
商
船
株
式
会
社
は
、
定
款
に
お
い
で
、

「
総
船
価
」
も
ま
た
現
在
船
価
つ
ま
り
船
価

未
償
却
残
高
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

己
白
ょ
、
つ
に

「
現
在
白
総
船
価
を
標
準
と
し
て
〔
そ
れ
に
百
分
の
こ
の
定
率
か

乗
じ
て
〕
償
却
割
合
〔
償
却
額
]
を
算
出
す
る
と
さ
は
船
価
全
部
の
償
却
に
は
多
く
白
年
数
軒
要
す
る
た

U
、
.

又

定
款
に
百
分

の
二
以
上
と
せ
る
は
生
陸
に
依
り
逓
減
額
を
一
定
せ
ざ
る
も
の
の
如
し
、
殊
に
配
当
金
年
一
割
に
満
た
ざ
る
と
告
は
百
分
白
一
主
為
し

得
る
を
規
定
し
居
る
が
如
き
は
同
会
社
の
船
舶
堪
周
年
限
を
幾
何
と
予
定
し
居
る
か
全
然
不
明
な
ト
円
、
」

『
大
阪
商
船
株
式
会
計
五
十
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は

「
当
社
は
船
舶
仮
月
期
闘
を
二
十
五
年
と
し
て
船
価
を
償
却
し
了
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
居
る

ω
で
あ
る
。
し
と
の
ベ

τ
h

る
が
、
定
款
上
に
お
い
て
「
船
舶
減
価
償
却
総
船
価
ノ
百
分
ノ
二
以
上
」
を
「
船
舶
原
価
ノ
百
分
ノ
二
以
上
」
と
改
め
た
の
は
昭
和
三

年
三
肋
で
あ
る
か

b
、
そ
れ
以
前
に
何
時
か
ら
船
舶
の
耐
用
年
数
を
二
五
作
と
し
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
船
舶
原
価
を
割
っ
た
金
額
を
償

却
最
低
額
と
し
た
か
は
明
確
で
な
い
。
多
分
、
明
治
三
五
年
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
し
う
る
が
、
そ
の
場
合
定
款
規
定
は
従
前
通

り
で
あ
っ
た
。
こ
白
乙
と
は
当
「
社
ノ
明
治
三
十
五
年
上
半
期
(
自
一
月
至
六
月
)
所
得
金
額
一
一
対
〔
ず
る
〕
・
・
決
定
額
中
ニ

期
間
ニ
於
ケ
ル
船
舶
減
価
償
却
金
十
八
万
一
千
円
ヲ
包
含
セ
ル
ヲ
以
テ

審
査
ノ
請
求
ヲ
為
γ
タ
ル

同

ノ

決
定
ヲ
為
~7) 

さ当

れ
た
た
め
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
大
阪
税
務
最
替
局
長
を
相
手
ど
り

「
所
得
金
額
決
定
不
服
ノ
訴
」
(
明
治
三
六
年
第
一
一
二
一
一
号
明
治
一
一

明
治
三
J
l

二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
)

第
九
寸
二
巻

四

五

第
六
号

五
五



第
六
号

六
勾
一
二
月
二
五
日
第
一
部
宣
言
)
を
お
と
し
た
時
の
陳
述
中
に
も
反
映
古
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
章
k
b
w
τ
考
察
し
た
よ
う
に
、

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
之
減
価
償
却
公
計
(
そ
の
三
)

第
九
十
二
巻

四

/、

五(ハ

日
本
郵
船
株
式
会
社
の
場
合
に
は
、
明
治
三
四
年
後
半
期
に
「
船
価
整
理
」
を

L
P上
で
、
モ
白
期
か
ら
船
舶
の
耐
周
年
数
を
二
五
年
と

定
め
、
船
齢
原
価
育
分
心
一
一
に
当
る
定
額
「
船
価
償
却
」
へ
と
切
換
え
て
い
士
の
で
、
こ
の
「
船
価
償
却
」
を
繭
訟
第
二
十
六
条
第
二
項
の

財
産
評
価
規
定
に
そ
う
閏
定
資
産
時
価
一
苛
価
損
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
損
金
算
入
を
請
求
し
た
が
、
大
阪
商
船
株
式
会
社
の
場
合
に
は
、

い
ぜ
ん
と
し
て
船
価
未
償
却
残
高
に
定
率

0
・
。
二
を
乗
じ
た
金
額
以
上
を
船
舶
減
価
償
却
と
す
る
定
款
規
定
を
の
こ
し

τい
た
の
で
、

商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
を
さ
け
、
第
白
九
十
五
条
第
一
項
(
会
社
ハ
担
虫
ヲ
噴
補
シ
且
前
条
第
一
羽
一
一
定
メ
タ
ル
準
備

金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
後
ニ
非
サ
レ
ハ
利
蕊
ノ
配
当
ヲ
為
ス
コ
}
ヲ
得
ス
)
を
亡
こ
忙
し
亡
、

そ
の
損
金
算
入
を
要
求
し
た
。
と
の
よ
う
に
原
告
請

求
む
理
由
が
こ
と
た
れ
ば
、
そ
れ
に
た
い
す
る
被
告
の
答
弁
は
ち
が
っ
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
る
が
、
判
決
理
由
は
ほ
と
ん
と
変
、
口
ず
目

判
決
白
体
に
い
た
っ
て
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
白
よ
う
に
、
大
阪
商
船
株
式
会
社
は
、
日
本
郵
船
株
式
会
社
、
東
洋
汽

船
株
式
会
社
と
と
も
に
、

い
わ
ゆ
る
「
社
船
」
と
し
て
政
府
か
ら
航
海
補
助
金
を
う
け
て
い
る
海
運
会
社
で
あ
っ
た
。
か
か
る
関
係
か

ら
し
て
、
前
者
と
後
二
若
心
「
船
価
償
却
」
算
出
基
準
が
こ
と
な
っ
て
い

τも
、
行
政
裁
判
所
は
す
で
に
後
二
者
の
「
船
価
償
却
」
心

損
金
算
入
を
容
認
し
て
い
る
以
上
、
前
者
白
「
船
価
償
却
」
の
損
金
算
入
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
己
の
大
阪
商
船
株
式
会
社
対
大
阪
税
務
監
督
局
長
事
件
に
お
け
る
原
告
陳
弁
、
被
告
答
弁
の
要
旨
、
判
決
理
由
治
よ
び
判

決
を
み
て
み
る
と
し
よ
う
。

大
阪
商
船
株
式
会
社
対
大
阪
税
務
監
督
局
長
事
件

原
告
(
大
阪
商
船
株
式
会
社
)
隙
述
の
要
旨

当
社
船
舶
減
価
償
却
金
ハ
所
有
船
舶
ノ
船
体
並
ニ
汽
機
汽
縦
等
カ
年
月
ノ
経
過
ト
其
間
ノ
使
用
ト
ニ
困
リ
該
価
額
ノ
上
一
一
蒙
レ
ル
減
損
ヲ
補
填
ス
ル



壬
ノ
ニ

γ
テ
当
該
期
収
入
金
中
ヨ
り
控
除
γ
テ
之
ヲ
資
本
ニ
算
入
ツ
以
テ
会
社
資
氷
ノ
原
状
ヲ
保
維
ス
ル
一
一
回
要
ノ
措
世
タ
ル
モ
ノ
ゾ
リ
商
法
第
百
九

十
五
条
一
一
於
テ
利
益
配
当
ヲ
為
ス
-
一
円
前
以
テ
損
失
ヲ
補
頃
ス
へ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
シ
ア
リ
当
社
元
船
削
減
価
償
却
金
ノ
噴
目
ノ
下
ニ
船
舶
減
損
ノ
補
償

ヲ
ナ
λ

モ
祢
此
立
ニ
外
ナ
ラ
ス
蓋
ジ
船
拙
ハ
当
社
資
本
ノ
大
部
分
一
一
同
シ
之
、
ヵ
柿
額
ノ
減
退
ハ
共
損
失
一
一
属
ス
ヘ
キ
コ
ト
一
点
ノ
疑
ヲ
容
ル
ヘ
キ
余
地

ヲ
有
セ
サ
ル
ナ
H

(
的
点
1
l
l高
寺
)

被
告
(
大
阪
税
務
監
督
局
長
)
答
弁
の
要
旨

原
告
ハ
船
舶
減
何
償
却
金
十
八
万
一
千
円
ハ
船
体
誼
汽
機
汽
臨
時
1

カ
年
月
ノ
経
過
ト
共
同
ニ
於
ケ
ル
使
用
ト
一
一
囚
リ
生
シ
タ
ル
価
格
ノ
減
少
ヲ
補
填

ジ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
主
張
旦
ル
モ
物
ノ
価
格
ハ
決
シ
テ
単
純
ナ
ル
観
念
ヲ
以
テ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
一
一
ア
ヲ
マ
ハ
経
世
間
上
諸
般
ノ
関
係
戸
川
市
ニ
之
カ
運
命
ヲ
支

配
セ
リ
故
一
一
船
舶
ハ
古
ヒ
ル
モ
原
料
品
ノ
佃
格
X
ハ
労
銀
ノ
騰
貴
年
ニ
棋
リ
却
一
ア
伺
格
ノ
上
井
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
一
一
ア
ヲ
サ
レ
ハ
日
常
ノ
使
用
ト
年
月
ノ

経
過
ト
カ
直
ニ
事
実
上
船
削
ノ
価
額
ヲ
減
少
ス
ル
モ
ノ
ナ
り
ト
断
定
ス
ル
ヲ
得
ス
原
告
ハ
商
法
第
百
九
十
五
条
一
一
依
テ
刺
益
配
当
ヲ
為
ス
↑
二
前
以
テ

損
失
ヲ
補
填
ス
へ
キ
モ
ノ
ナ
り
ト
一
戸
ア
モ
原
告
所
有
ノ
船
船
価
掛
カ
果
シ
テ
減
損
セ
V
ヤ
否
ヤ
ハ
先
決
ヲ
要
ス
ル
問
題
ナ
り
原
告
ハ
船
舶
カ
効
用
ヲ
維

持
シ
得
ル
統
計
上
ノ
命
数
ヲ
一
十
主
年
ト
シ
毎
年
船
舶
原
価
百
分
ノ
四
ユ
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
船
価
減
退
組
ト
為
セ
ル
モ
込
山
川
詞
統
計
上
ノ
へ
叩
数
ナ
ル
モ

ノ
カ
事
実
一
一
適
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
大
一
一
疑
フ
所
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
物
ノ
価
額
二
平
ニ
歳
月
ノ
経
過
ト
日
常
ノ
使
用
ト
ノ
ミ
一
一
依
り
必
シ
モ
減
少
ス
ル
モ

ノ
ト
断
定
ス
ル
ヲ
得
ス
猶
多
少
減
少
ノ
原
因
ア
ル

l
同
時
一
二
一
四
ー
出

ι井
ノ
原
囚
ア
ル
ハ
宅
モ
疑
ナ
キ
事
実
ナ
リ
仮
ニ
二
十
五
年
ヲ
経
過
セ
ハ
事
実
上

船
舶
ノ
効
川
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ

γ
ト
ザ
ハ
ル
モ
共
形
際
ニ
ハ
少
カ
ラ
サ
ル
何
格
ヲ
有
ス
へ
キ
ハ
是
市
疑
ナ
キ
事
実
ナ
リ
要
ス
ル
ニ
原
合
計
算
ノ
根
拠
ハ
品
川
J

恕
ニ
シ
テ
事
実
一
一
迎
合
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
り
特
一
一
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
ニ
依
レ
円
財
産
目
録
ニ
ハ
動
産
、
不
動
産
、
債
権
其
他
ノ
財
産
ニ
其

目
録
調
製
当
時
-
於
ケ
ル
価
格
ヲ
附
λ

ル
コ
ト
ヲ
要
λ
ト
ノ
規
定
ア
ル
ニ
依
リ
財
産
ニ
誠
耐
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
財
産
目
録
調
製
当
時
一
一
於
ケ
ル
時
価
ヲ
附

シ
タ
ル
結
果
一
一
紘
一
フ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
定
款
〔
姉
凶
十
五
条
〕
一
一
依
レ
ハ
船
舶
ヲ
使
用
セ

V
ト
否
ト
ヲ
間
ハ
ス
叉
価
格
ノ
減
シ
タ
ル
ト
否
ト

ヲ
問
ハ

λ
毎
期
必
ス
総
船
価
ノ
百
分
ノ
三
強
ヲ
償
却
ス
へ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
且
ツ
甚
ジ
キ
一
一
至
リ
ソ
ハ
配
当
金
ノ
多
寡
ニ
依
リ
所
調
償
却
金
フ
誠
少
ス
ル

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
一
一
一
)

第
九
十
二
巻

四
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六
号
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七



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
〔
そ
り
三
〉

、
、
、
、
、
、
、

コ
ト
ヲ
得
ト
為
シ
タ
リ
之
一
一
ヨ
リ
テ
見
ν
ハ
前
記
商
法
各
条
ト
原
告
会
社
ノ
定
款
第
四
十
五
条
ト
ハ
共
担
源
ト
性
質
ト
ヲ
具
↑
一
シ
テ
各
独
立
ノ
目
的
ト

第
九
十
二
巻

四

人

第
六
号

主
八

作
用
ト
ヲ
有
ジ
宅
モ
相
関
係
ス
ル
所
ナ
キ
コ
ト
知
ル
へ
シ
要
ス
ル
ニ
伯
削
減
何
償
却
金
ア
ル
モ
ノ
ハ
商
法
第
二
十
六
条
一
一
依
P
一
ア
計
算
セ
シ
モ
ノ
ニ
ア

一
フ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
定
款
第
四
十
五
条
並
一
一
準
備
金
及
利
益
金
配
当
ニ
関
ス
ル
議
案
一
一
徴
γ
利
益
積
立
金
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
そ
ノ
ト
認
メ
サ
ル
ヲ
得
サ

ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
所
得
金
額
二
I

加
算
シ
タ
ル
ハ
相
当
ノ
処
分
〔
な
り
〕

判
決
(
明
治
三
六
年
一
二
月
二
五
日
)
の
理
由
お
よ
び
判
決

被
告
ハ
本
件
船
舶
減
何
償
却
金
ハ
商
法
第
二
十
六
条
一
一
依
り
計
算
セ
ジ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
ト
主
張
ス
ル
モ
凡
船
舶
ナ
ル
モ
ノ
ハ
累
年
腐
朽
シ
漸
次
価
額

ノ
減
退
ス
ル
ハ
明
白
ノ
事
実
ナ
り
而
シ
テ
船
舶
ノ
時
価
ヲ
定
ム
ル
〈
至
難
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
原
告
カ
商
法
第
百
九
十
五
条
ノ
主
旨
ニ
従
ヒ
珠
メ
船
舶

ノ
堪
用
年
阪
ヲ
算
定
V
定
款
ニ
於
テ
船
舶
維
持
ノ
標
準
ヲ
設
ヶ
年
々
船
舶
減
価
償
却
金
ノ
項
目
ニ
依
リ
若
干
ノ
一
耳
資
ヲ
填
補
ス
ル
ハ
相
当
ノ
方
法
一
一
山

タ
ル
モ
ノ
ト
ス
叉
被
告
ハ
定
款
第
四
十
五
条
校
一
一
準
備
金
及
利
益
配
当
ニ
闘
ス
ル
議
案
ニ
徴
γ
利
益
積
立
金
ト
認
メ
サ
ル
ヲ
得
ス

t
一
目
フ
ト
雌
モ
定
款

第
四
十
五
条
一
一
戸
明
ニ
船
舶
減
価
厳
却
金
総
船
価
ノ
内
分
ノ
ニ
以
上
ト
ア
り
又
準
備
金
及
利
益
配
当
一
一
関
ス
ル
議
案
ニ
モ
船
舶
減
価
償
却
金
卜
7

フ干

一
万
資
ヲ
補
填
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ハ
明
了
ナ
リ
然
レ
ハ
本
件
償
却
金
ハ
之
ヲ
利
益
積
立
金
ト
認
ム
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

依
テ
判
決
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
ジ

処
分明
ヲ治
ナ三
ス十
へ王
シ W)年

上
半
期
原
告
メ斗
耳

社
ノ

船
舶
減
何
償
却
金
十
八
万
一
千
円
ヲ
益
金
一
一
計
算
シ
タ
ル
処
分
ヲ
取
消
ス
被
告
ハ
更
-
一
該
金
ニ
付
相
当
ノ

(
静
点
|
|
高
寺
)

右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
阪
商
船
株
式
会
社
対
大
阪
税
務
監
持
局
長
事
件
の
判
決
は
さ
き
の
日
本
郵
船
株
式
会
社
対
東
京
税
務
監

替
局
長
事
件
お
よ
び
東
洋
汽
船
株
式
会
社
対
東
京
税
務
院
梓
局
長
事
件
の
そ
れ
と
ま
っ
た
〈
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
大
阪
税
務
監
督
局
長

の
答
弁
に
は
重
要
な
批
判
が
二
つ
ふ
く
ま
れ
て

H
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
大
阪
税
務
監
替
局
長

が
、
大
阪
商
船
株
式
会
社
で
「
ハ
船
舶
カ
用
ヲ
維
続
シ
得
ル
統
計
上
ノ
命
数
ヲ
二
十
五
年
ト

γ
毎
年
船
舶
原
価
百
分
ノ
四
日
一
相
当
旦
ル



金
額
ヲ
船
価
減
退
額
ト
為
」
、
し
て
い
る
が
、

「
仮
ニ
二
十
五
年
ヲ
経
過
セ
ハ
事
実
上
船
舶
ノ
効
用
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
ジ

1
ス
ル
モ
其
形

骸
ニ
ハ
少
カ
ラ
サ
ル
価
椅
ヲ
有
ス
ヘ
キ
ハ
是
亦
疑
ナ
キ
事
実
ナ
リ
」
と
残
存
価
絡
を
無
視
し
て
減
価
償
却
額
の
算
出
を
し
て
い
る
ζ

と

を
つ
い
た
点
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
当
社
「
定
款
ニ
依
レ
ハ
:
・
毎
期
必
ス
総
船
仰
ノ
百
分
ノ
二
h
R

つ
い
た
点
で
強
ヲ
償
却
ス
へ
キ

つ
ト
ヲ
定
メ
且
ッ
甚
ツ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
配
当
金
ノ
多
寡
一
一
依
リ
所
謂
償
却
金
ヲ
減
少
ス
ル
コ

1
ヲ
得
l
為

γ
タ
リ
し
と
利
益
比
例
償
却

に
な
が
れ
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
行
政
裁
判
所
は
、
右
の
上
う
た
批
判
を
か
い
り
み
る
こ
と
な
く
、

「
船
舶
ノ
時
価
ヲ
定
ム
ル
ハ
至
難
ナ
ル
ヲ
以
テ
原
告
カ
・
・
予
メ
船
拍
ノ
堪
用
年
数
ヲ
算
定
γ
定
款
一
一
於
テ
船
舶
維
持
ノ
標
準
ヲ
設
ケ

午
々
船
舶
減
価
償
却
金
ノ
項
目
ニ
依
リ
若
干
ノ
元
資
ヲ
填
補
九
ル
ハ
相
当
ノ
方
法
一
一
出
タ
ル
モ
ノ
ト
」
認
め
た
の
で
あ
る
。
モ
の
た
め
、

の
ち
に
い
た
り
、
「
此
の
如
ふ
さ
定
款
に
依
れ
る
同
会
社
の
支
出
〔
船
舶
減
削
償
却
〕
を
行
政
裁
判
所
が
相
当
の
方
法
と
認
め

T
る
は
僻
す

る
能
は
ぎ
る
所
在
り
」

と
批
判
さ
れ
る
己
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

大
阪
税
務
監
督
局
長
が
、

さ
き
に
引
用
し
た
行
政
裁
判
所
の
判

決
に
し
た
が
い

「
相
当
ノ
処
分
」

と
し
て
ど
の

Z
う
た
処
分
を
し
た
か
は
、

残
念
た
が
ら
不
明
で
あ
る
。

「
日
本
部
船
株
式
会
社
及

東
洋
汽
船
株
式
会
社
対
東
京
税
務
院
替
局
長
第
一
種
所
得
金
額
取
消
ノ
訴
訟
-
一
付
本
〔
明
治
一
二
六
〕

年
七
月
十
日
行
政
裁
判
所
判
決
一
一

基
キ
同
局
長
-
一
於
テ
右
両
会
副
一
一
対
ジ
船
齢
ヲ
二
十
五
ヶ
年
ト
見
倣
ツ
一
事
業
年
度
(
事
業
年
度
ハ
六
カ
月
ナ
リ
)
旬
船
パ
舶
原
〕
価

百
分
ノ
ニ
ヲ
船
価
償
却
ト
ジ
テ
損
金
↑
一
計
算
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
」
し

τ
い
た
の
で
、
お
そ

b
く
己
れ
と
同
様
の
決
定
を
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
当
時
の
税
務
行
政
は
、
日
本
郵
船
株
式
会
社
が
右
目
行
政
訴
訟
の
際
に
「
船
舶
ノ
船
齢
ヲ
定
メ
満
二
十
五

年
ト
セ
リ
乃
チ
比
年
月
ノ
経
過
-
一
依
テ
朽
廃
V
若
グ
ハ
不
用
無
価
格
ト
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

(
傍
点
|
|
高
寺
〕

と

ωべ
た
よ
う
な

「

残

存
価
格
ゼ
ロ
論
」
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
神
間
橋
税
務
署
長
治
上
び
東
京
税
務
監
督
局
長
が
、
固
定
資
産
原
価
主

耐
用
年
数
で
割
っ
て
減
価
償
却
額
を
算
出
す
る
「
均
一
金
額
償
却
法
は
、
最
終
迄
之
を
逓
減
す
る
こ
と
を
得
ず
し
て
、
相
当
の
程
度
比

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
誠
価
償
却
会
計
(
そ
り
一
ニ
)

第
九
十
三
巻

四

九

第
六
号

五
7L 



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
誠
価
償
却
会
司
(
そ
の
一
二
)

の

於
て
価
格
ル
ハ
残
存
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
針
。
」

第
九
十
三
巻

四

O 

第
六
月

/、。

と
の
主
振
の
下
に
、

「
製
造
後
二
十
年
ヲ
超
ユ
ル
」
日
本
郵
船
株
式
会
社
「
所
有
船
舶

ニ
何
」
当
社
「
定
款
-
一
基
ク
二
十
五
年
原
価
償
却
法
-
一
依
ル
減
価
ヲ
認
メ
エ
シ
テ
原
価
二
十
五
分
ノ
五
ノ
価
格

7
ル
モ
ノ
ト
セ
ル
結
果

〔
日
正
郵
船
机
式
会
社
が
為
し
た
る
所
有
船
舶
に
対
す
る
減
仰
償
却
金
白
内
、
建
造
後
二
十
年
を
経
過
せ
る
船
耐
に
係
る
八
己
八
万
千
八
百
二
十
六
円

引
L

有
一
認
し
た
の
一
は
、
ず
っ
と
治
く
れ
、
日
本
郵
船
株
式
会
社
「
ノ
自
大
正
五
年
十
月
至
大
正
六
年
三
月
事
業
年
度
分
第
一
種
所
得
金

額
ノ
決
定
」
に
沿
い
て
で
あ
っ
た
。

ω
寸
大
阪
商
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
昭
和
九
今
、
八
四
八
頁
ロ

ω
前
掲
吾
、
」
二
九
六
一

O
頁。

川
w

山
描
古
、
八
阿
八
百
。

川W

佑
牒
推
能
「
船
舶
仙
栴
心
整
担
」
合
引
、
大
正
一

O
年
三
月
号
、

一
切
『
大
阪
商
船
株
式
公
剖
74
十
年
史
L

八
四
八

i
八
四
九
頁
ε

川W

前
掲
害
、
ハ
二
五
頁
ω

州

W

「
行
政
裁
判
所
判
決
録
』
第
一
四
輯
(
明
治
三
六
年
度
)
、
九
六
八
九
六
九
頁
。

例
前
掲
判
決
能
九
六
九
瓦
ロ

例
古
川
掲
判
決
録
、
九
七

O

九
b
二
直
。

川
円
前
掲
判
決
錦
、
九
七
二
九
じ
三
百
。

こ
の
事
件
の
判
決
理
由
が
「
商
法
措
百
九
十
五
条
」
を
採
用
し
て
い
た
た
め
、
の
ち
に
な
っ
て
、
「
明
治
三
十
六
年
第
百
二
十
二
号
車
利
ニ
於
テ

ハ
船
削
減
仰
依
却
金
ヲ
向
法
第
百
九
十
五
条
ノ
損
失
補
唄
ト
認
メ
タ
ル
カ
如
守
モ
、
間
条
一
一
所
謂
柿
填
つ
前
民
度
一
一
於
ケ
ル
損
士
ヲ
本
年
庶
ノ
刺

益
ヲ
以
一
/
楠
町
ス
ヘ
キ
場
合
ナ
ル
カ
故
一
一
判
決
ノ
理
由
ノ
如
ク

γ
ハ
船
削
減
価
償
却
金
ハ
当
然
利
益
金
ノ
処
分
ト
云
フ
ノ
外
ナ
カ
ル
へ
ん
γ

」
(
関
口

建
一
郎
『
改
正
所
得
税
法
一
豊
荘
同
大
正
五
年
、
一
一
一
一
一
一
一
二
頁
〉
左
解
釈
を
す
る
も
の
も
で
て
き
た

ω

制
佐
藤
、
前
掲
論
文
、
一
五
頁
。

一
五
頁
。



~$ ~事 (1~ ~~同

武
本
宗
重
郎
「
改
正
所
得
税
法
釈
義
」
大
正
一
一
年
、
一

0
0ー
一

O
一一良。

前
掲
判
決
録
、
六
二
三
六
三
回
頁
。

佐
藤
善
助
〔
神
間
橋
税
務
署
〕
「
法
人
所
得
引
の
誹
税
上
よ
り
坤
い
た
る
船
舶
償
却
に
就
い
て
」
余
計
、
大
正
七
年
九
月
号
、
五
頁
。

「
行
政
裁
判
所
判
決
録
』
第
三
ひ
鴨
(
大
正
八
年
度
)
、
二
五
七
頁
。

前
掲
判
決
録
、
二
五
七
百
。

「
目
本
郵
船
株
式
会
社
は
土
を
不
服
と
し
適
法
な
る
手
続
を
経
て
行
政
訴
訟
〔
大
正
七
年
第
六

a

一
号
〕
を
提
起
し
た
る
処
、
行
政
裁
判
所
は
右
に

対
し
本
[
十
八
正
八
〕
年
四
月
一
卜
同
日
所
得
金
額
調
定
に
関
し
て
は
船
舶
の
許
価
は
時
師
に
依
る
べ
き
も
の
な
り
と
の
理
由
を
以
で
原
告
の
敗
訴
を

宣
告
せ
り
。

間
々
神
間
楠
税
務
棋
に
於
て
二
十
年
以
上
を
経
過
せ
る
船
舶
に
対
す
る
減
価
償
却
金
八
万
宅
千
八
百
余
円
を
損
金
と
認
め
ざ
り
L
所
以
位
、
船
拍

の
堪
周
年
限
経
過
後
の
船
舶
の
残
骸
何
洞
郎
ら
船
舶
の
建
造
価
額
よ
り
償
却
を
要
す
べ
き
仙
簡
を
控
除
せ
る
残
額
に
し
て
、
佳
船
L
ζ

し
て
の
価
額
は

少
く
と
込
建
造
代
仙
の
二
割
に
相
当
す
ベ

L

K
認
め
た
る
が
為
に
、
市
町
に
建
造
代
仙
の
八
割
を
償
却
せ
ら
れ
た
る
船
舶
に
対
し
て
は
、
よ
り
以
上
の

償
却
を
訳
む
る
必
要
な
し
と
な
し
た
る
に
基
く
も
心
に
し
て
、
決
定
当
時
に
於
け
る
二
十
年
以
上
経
過
の
船
舶
の
時
価
が
建
造
代
価
の
二
割
に
相
当

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
も
の
あ
り
と
詐
何
し
た
る
が
為
に
否
認
し
た
る
も
の
に
非
ず
。
即
ち
、
日
本
郵
船
株
式
A
F仕
は
従
来
船
舶
白
相
周
年
限
を
二
卜
五
年
と
定
め
、

毎
年
の
償
却
額
は
其
の
均
分
額
即
ち
建
造
代
価
の
四
歩
を
以
て
毎
年
の
償
却
金
額
と
な
し
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
建
造
後
二
十
年
を
経
過
せ
る
船

舶
に
対
し
て
は
既
に
其
の
建
造
代
価
の
八
割
|
|
税
務
署
に
於
て
償
却
を
要
す
と
認
め
た
る
金
額
の
士
市
ー
ー
を
償
却
し
尽
し
た
る
も
の
な
る
を
以

て
、
よ
り
以
上
の
償
却
の
必
要
な
し

E
す
る
神
間
橋
税
務
署
に
於
て
は
、
其
の
超
過
償
却
額
を
否
認
せ
る
も
の
た
り
。
然
れ
ど
も
、
右
は
船
舶
の
時

何
が
建
浩
代
仰
の
二
割
に
相
当
す
と
の
事
国
を
以
て
償
却
の
必
要
は
認
む
る
に
不
拘
、
之
を
否
認
せ
る
も
の
と
は
明
か
に
其
の
理
由
を
具
に
す
る
も

、
、
、
、
、
、
、

i

‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
な
り
。
則
ち
押
田
橋
税
務
暑
の
処
置
は
撤
顕
微
用
減
価
償
却
に
関
す
る
飢
岩
に
基
き
終
始
せ
る
も
り
に
し
て
、
木
朴
一
叫
一
訟
に
対
す
る
被
告
答
介
の

豆
町
に
徴
ず
る
も
容
易
に
其
の
事
実
を
首
肯
し
得
べ
し
と
信
子
。

而
し
て
、
今
神
田
橋
税
務
署
に
於
て
如
此
取
扱
に
出
て
た
る
浬
白
目
、
会
計
学
上
原
価
よ
り
残
骸
価
簡
を
控
除
せ
る
残
舗
を
以
て
償
却
の
目

的
額
ど
な
し
た
る
も
わ
た
り
。
即
ち
、
日
本
郵
船
株
式
会
社
に
於
て
採
用
せ
る
償
却
法
は
、
原
側
総
額
を
以
て
償
却
を
安
す
べ
き
価
額
と
な
し
た
る

も
の
に
し
て
、
二
中
五
年
経
過
の
舶
船
価
額
は
零
と
な
り
、
残
惜
価
額
を
も
償
却
し
尽
す
こ
と
与
な
り
、
減
価
償
却
の
一
舷
的
観
念
に
適
合
せ
ざ
る

明
治
三
十
一
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
〉

第
九
十
二
巻

四

第
六
号

ーノ、



賢
治
戸
一
十
二
年
所
得
税
法
と
誠
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
)

第
九
十
二
巻

巨司

第
六
号

〆、

を
以
て
、
某
の
計
算
方
法
を
否
認
し
、
残
骸
価
額
を
ぽ
佃
の
二
割
之
認
出
原
州
白
人
割
を
以
て
償
却
を
要
す
べ
き
額
k
し
、
よ
り
以
上
の
償
却
は
之

を
再
認
し
た
る
も
の
な
り
。

熱
れ
ど
も
、
右
取
扱
は
精
細
に
之
を
観
察
す
れ
ば
尚
多
少
批
蹴
心
余
地
な
き
に
非
ず
。
郎
ち
、
船
舶
の
堪
用
年
限
が
二
十
五
年
な
る
与
と
は
税

務
署
に
於
て
も
当
初
よ
り
之
を
是
認
せ
り
。
然
る
に
不
拘
、
一
一
オ
年
を
以
て
償
却
を
是
認
す
ベ
吉
年
限
と
し
、
政
り
五
年
間
に
対
し
て
は
全
然
償

却
を
認
め
ざ
る
の
占
之
な
り
。
右
は
毎
今
の
償
却
是
認
創
出
を
以
仰
の
二
十
万
分
。
一
と
な
し
た
ゐ
に
基
く
も
の
に
し
て
、
真
の
剖
揮
に
依
る
毎
年
の

償
却
是
認
簡
は
原
仙
よ
り
残
骸
伽
簡
を
控
除
し
た
る
桟
釦
を
嵯
周
年
限
を
以
て
除
し
た
る
額
に

l
i即
ち
堪
用
年
限
を
ニ
十
五
年

b
l
L
、

政

骸

価

額
か
原
仙
の
一
一
剖
と
す
れ
ば
何
年
五

2
2
L片
調
背
出
号
、
原
型
一
一
一
歩
一
一
厘
と
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
去
の

取
担
と
し
て
税
務
署

r於
て
は
原
仙
の
二

1
五
分
の
一
、
即
ち
四
歩
を
是
認
し
来
り
た
る
が
為
に
、
偶
然
に
も
二
十
午
以
よ
経
過
の
船
舶
に
封
し

て
は
最
早
仮
却
を
是
認
す
る
の
必
要
な
を
に
歪
り
た
り
d
J
L
を
刺
言
す
れ
ば
、
従
来
凹
歩
犯
の
償
却
を
認
め
来
り
た
る
は
畢
志
一
桓
の
誤
謬
な
り

と
称
す
る
こ
と
を
得
ベ
し
。
町
し
て
堪
加
年
限
の
残
年
間
に
対
し
償
却
を
認
め
ざ
る
は
過
去
の
誤
謬
を
将
来
に
向
っ
て
是
丑
せ
む
と
す
る
も
の
な

り
q右

む
如
く
、
税
務
署
の
取
扱
に
於
し
て
も
多
少
の
批
難
心
点
を
存
せ
ざ
る
に
非
ず
と
雄
、
安
之
す
る
に
旧
来
の
取
扱
た
る
減
価
償
却
額
計
算
上
残

骸
畑
額
を
棋
視
せ
る
非
公
計
酌
万
訟
を
改
め
残
骸
価
額
を
詔
め
た
る
点
に
閣
し
て
は
、
税
務
取
扱
ょ
の
一
大
進
ヰ
少
な
り
と
せ
ざ
る
を
得
ず
c

.

而
し
て
石
処
置
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
、
何
等
減
削
償
却
の
問
題
に
許
及
せ
ず
、
単
に
時
価
相
当
な
り
と
の
理
由
を
以
て
原
告
の
敗
訴

を
町
告
せ
り
。
即
ち
、
判
決
。
払
果
に
於
て
は
税
務
者
。
眠
扱
を
不
当
と
な
さ
ざ
る
も
、
其
担
山
に
関
し
て
は
吾
人
目
下
期
と
甚
し
く
相
違
す
る
も

の
あ
り
。
五
ロ
人
り
子
制
し
た
る
争
抵
は
残
骸
価
額
を
原
価
。
二
割
と
定
め
た
る
は
適
当
な
り
や
否
や
の
点
に
在
り
た
り
。
然
れ
ど
も
、
行
政
裁
判
所

は
原
仙
の
二
割
は
当
時
の
時
価
と
し
て
相
当
な
り
と
な
せ
り
。
本
件
訴
訟
に
対

L
行
政
裁
判
所
が
果
し
て
其
会
計
上
の
原
則
た
る
償
却
問
題
を

全
蛇
蕪
祝
せ
る
や
否
や
、
又
償
却
は
之
を
認
め
乍
ら
単
に
判
決
円
形
式
と
し
に
時
価
主
義
を
標
税
注
る
に
過
ぎ
き
る
や
百
や
は
窺
知
す
る
こ
と
能
は

ず
と
躍
も
‘
名
実
共
に
時
価
主
義
に
依
り
た
る
も
の
と
せ
ば
、
土
れ
実
に
税
務
自
執
行
を
匙
殆
な
ら
し
む
お
も
の
に
し
て
、
会
計
原
則
自
打
破
従
っ

て
産
業
政
簡
を
も
打
破
せ
ず
む
ば
止
ま
ざ
る
J
h

の
主
詞
は
ざ
る
可
ら
ず
。

依
て
按
ず
る
に
、
行
政
裁
判
所
に
於
て
は
会
計
の
原
則
を
無
担
す
る
も
尚
違
法
に
非
ず
と
判
決
す
る
の
故
を
以
て
、
税
務
の
執
行
も
出
然
か
為
さ

ざ
る
可
ら
ず
と
な
す
べ
き
何
等
の
理
由
存
在
す
る
も
の
に
非
ず
L
K

伝
ず
。
」
(
中
村
融
男
〔
東
京
税
務
監
笹
局
〕
「
第
一
種
所
得
金
額
の
茸
定
に
闘
し



て
は
資
産
の
評
価
は
時
価
に
依
る
べ
し
と
な
す
行
政
棋
判
例
に
対
す
る
批
判
」
会
計
、
大
正
八
年
一

O
月、

一
O
一一

l
一
O
七
頁
。
傍
点
高
守
)

串
「
開
告
ハ
所
有
船
舶
ノ
伽
格
ヲ
釦
年
製
造
原
価
ノ
二
五
介
ノ
一
宛
ノ
割
合
ヲ
以
テ
献
川
刷
版
却
フ
為
ジ
二
十
五
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
現
ニ

船
体
ヲ
存
シ
共
ノ
用
途
ニ
航
行
シ
収
益
ヲ
為
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ト
雄
之
ヲ
無
価
値
ト
ス
ル
ノ
計
算
方
法
ヲ
採
リ
屑
ル
毛
斯
ノ
恥
キ
ハ
事
実
エ
反
ス

ル
モ
ノ
ナ
リ
之
レ
相
続
税
法
館
山
条
第
二
明
第
一
号
但
書
ニ
製
造
後
二
十
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
製
造
費
ノ
五
分
ノ
一
ヲ
以
テ
其
ノ
仙
額
ト
ス

ト
ノ
規
定
ア
ル
所
以
チ
リ
ト
ス
今
船
価
ヲ
調
査
ス
ル
ニ
船
齢
↑
一
十
年
以
上
三
十
年
迄
ノ
モ
ノ
ハ
平
時
一
一
世
テ
製
造
費
ノ
工
割
以
上
戦
時
一
-
於
テ
ハ

問
割
五
分
以
よ
ナ
パ
ヲ
以
テ
船
齢
ご
十
年
ヲ
超
ユ
ル
原
告
所
有
船
舶
ニ
対
ン
製
造
費
ノ
二
十
五
分
ノ
五
ヨ
リ
モ
減
価
λ

ル
毛
ノ
}
セ
ル
原
告
ノ
償

却
引
算
ヲ
否
認
シ
之
ヲ
損
金
巾

a
リ
控
除
セ
ル
被
告
ノ
決
定
ハ
主
モ
不
当
ユ
非
ヌ
」
♀
…
削
掲
判
決
師
、
一
五
人
二
五
九
頁
)

七

さ
て
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
明
治
三
六
年
七
月
一

O
日
に
行
政
裁
判
所
判
決
、
さ
ら
に
同
年
八
月
一
九
日
に
訴
願
裁
決
が
あ

p
、

そ
の
「
結
果
法
人
ニ
在
リ
テ
ハ
固
定
資
本
例
へ
ハ
殆
州
建
物
器
械
等
ノ
減
価
償
却
金
ハ
総
益
金
ノ
内
ヨ
リ
控
除
シ
ラ
所
得
ヲ
算
出
丸
ル
」

ζ

と
に
な
っ

ιが
、
「
法
人
ト
同
一
営
業
ヲ
首
ム
個
人
-
一
在
リ
一
7

(
」
い
ぜ
ん
と
し
て
「
此
ノ
種
ノ
減
価
償
却
金
ヲ
所
得
ヨ
リ
〔
必
型
経

控
除
ス
ル
ヨ
ト
ナ
」
か
っ
た
。

「
忍
に
於
て
か
法
人
と
個
人
と
白
問
に
は
負
担

ω甚
し
き
不
公

γ
を
生
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、

資
と
し
て
〕

例
へ
は
彼
D
船
価
償
却
念
所
得
税
問
題
白
如
き
こ
れ
な
り
、
即
法
人
組
織
た
る
日
本
郵
船
、
大
阪
商
船
、
東
洋
汽
船
会
社
の
如
き
は
現

に
船
価
償
却
金
に
対
し
て
所
得
税
臼
賦
課
を
免
ぜ
ら
る
る
に
拘
ら
ず
、
個
人
船
主
は
其
船
価
償
却
金
に
対
し
て
も
尚
所
得
税
を
納
付
せ

ざ
る
可
か
ら

F
」

「
是
レ
公
平
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
故
一
一
何
人
ノ
場
合
ニ
於
テ
そ
固
定
資
本
ノ
減
償
却
金
ヲ
所
得
ヨ
リ
控
除
ス
ル
ヲ

至
当
I
ス
ト
ノ
提
議
ア

h
」
「
個
人
営
業
ノ
固
定
資
本
減
価
償
却
費
ヲ
所
得
ヨ
リ
挫
除
ス
ル
ノ
可
酌
」
が
討
論
さ
れ
た
の
は
、
日
露
戦

争
後
に
税
制
整
理
む
た
め
明
治
三
九
年
四
月
大
蔵
省
内
に
設
置
さ
れ
た
「
税
法
審
査
委
員
会

(
委
員
長

1
大
此
次
泊
若
楓
礼
次
郎
、
第

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
開
価
償
却
会
計
(
そ
の
一
ニ
)

第
九
十
一
一
巻

凹

第
六
号



明
治
一
ニ
イ
一
一
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
〕

第
九
十
二
巻

四

宮可

第
六
号

/、
F可

回
リ
明
治
明
治
=
日
九
年
五
月
一

b
目、

最
終
第
五
四
四
円
一
二
月
二
二
日
、

審
議
結
県
の
大
蔵
大
目
へ
の
報
告
U
二
一
月
二
回
目
)

で
あ
一
っ
た
。

当

「
委
員
会
一
一
於
テ
ハ
此
ノ
提
議
ヲ
理
由
ア
リ
ト
ジ
唯
共
ノ
固
定
資
本
ノ
種
類
及
範
囲
ヲ
限
定
セ
ル
ト
キ
(
種
々
ナ
ル
弊
害
ヲ
生
ス
ル
ニ

宝
ル
へ
キ
ヲ
以
テ
比
ノ
点
ハ
更
ニ
研
究
ヲ
要
ス
ル
問
題
ト
シ
テ
留
保
ジ
タ
ル
そ
大
体
ニ
川
町
テ
此
ノ
意
見
ヲ
是
認
シ
タ
リ
」
そ
し
て
、
結

論
と
し
て
「
例
人
常
業
に
於
げ
る
船
舶
運
送
業
者
の
一
船
附
又
は
倉
庫
業
者
の
倉
庫

ω減
価
は
、
必
要
た
る
経
費
と
見
倣
し
て
所
得
よ
り

出
除
す
る
こ

U
」
に
決
し
、
当
委
員
会
に
よ
っ
て
起
宣
さ
れ
た
「
所
得
税
法
中
改
正
法
待
案
」
の
第
四
条
に
は
第
三
項
と
し
℃
つ
ぎ
の

よ
う
な
一
項
が
加
え
ら
れ
た

船
舶
運
送
業
者
ノ
船
舶
又
ハ
倉
庫
業
者
ノ
倉
庫
ノ
減
価
ハ
之
ヲ
経
費
ト
看
倣
ス

「
而
し
て
」
右
の
場
合
、
減
価
償
却
の
是
認
対
象
を
「
単
に
船
舶
又
は
倉
庫
医
限
り
、
広
く
固
定
資
本
目
減
価
償
却
に
及
ぼ
さ
ざ
り

し
は
、
実
行
上
困
難
を
伴
ふ
こ
と
を
い
慮
り
し
に
困
る
も
り
な
り
」
し
が
、
聞
も
左
く
、
個
人
経
常
の
「
船
舶
運
送
業
臼
船
舶
及
倉
庫
業
白

倉
庫
の
減
価
の
外
、
製
造
業
に
於
け
る
機
械
の
減
価
を
も
経
費
と
君
倣
し
て
所
得
よ
り
控
除
を
許
す
こ
と
」
に
な
ッ
た
。
そ
れ
は
、
古

き
白
「
税
法
一
審
査
委
員
会
」
白
子
に
た
る
租
税
整
理
案
な
ら
び
に
モ
れ
に
も
と
ず
く
法
律
山
朱
を
さ

b
に
審
議
討
究
す
る
た
め
、
明
治
四

O
年
三
月
二
九
日
に
設
置
さ
れ
た
「
税
法
整
思
案
審
査
会
L

(

会
長

l
大
蔵
大
陀
阪
谷
芳
郎
、
第
一
同

1
明
治
凹
O
年
四
月
四
目
、
最
終
第
二
四
回

U
七
月
五
日
)
に
沿
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
審
査
会
は
〔
個
人
所
得
算
定
の
場
合
に
〕
船
舶
運
送
業
に
お
け
る
船
舶
、

倉
庫
業
の

倉
庫
の
減
価
を
は
経
費
と
し

τ所
得
よ
り
控
除
す
る
原
案
を
可
決
し
、
更

b
に
製
造
業
札
お
け
る
機
械
の
減
価
を
所
得
よ
り
陀
除
す
る

こ
と
を
許
す
こ
と
に
決
定
し
た
」
が
、
以
下
、

『
税
法
柊
理
案
審
査
会
審
査
要
録
』
か
、
b
、
当
審
査
会
に
お
け
る
個
人
「
製
造
業
一
一
於

ケ
ル
機
械
ノ
減
価
ヲ
経
費
ト
看
倣
見
ノ
可
否
」
を
め
ぐ
る
討
議
の
模
様
を
う
か
が
ヮ
て
み
よ
う
。



原
案
山
船
舶
運
送
業
ノ
船
舶
及
倉
庫
業
ノ
倉
庫
ノ
減
価
ハ
之
ヲ
経
費
}
シ
テ
所
得
ヨ
り
控
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
シ
タ
り
委
員
ノ
一
人
ハ
之
ニ
製
造
業
ニ

於
ケ
ル
機
械
ノ
減
価
ヲ
加
プ
ヘ
シ
ト
主
張
シ
テ
日
夕

法
人
ノ
所
得
ト
箇
人
ト
ノ
計
算
方
法
ヲ
周
-
ニ
シ
以
テ
両
者
ノ
問
ノ
不
公
平
ヲ
矯
正
ス
ル
為
船
舶
運
送
業
ノ
船
剤
、
倉
庫
業
ノ
倉
庫
ノ
減
価
ヲ
経

究
ト
看
倣
シ
之
カ
控
除
ヲ
許
シ
タ
ル
立
法
主
義
ハ
全
然
賛
同
ス
ル
所
ナ
リ
ト
雄
之
ヲ
船
舶
運
送
業
}
倉
車
業
ト
ニ
限
U
タ
ル
ハ
某
ノ
範
因
狭
キ
一
一

失
ス
ル
ノ
憾
ア
リ
例
ヘ
ハ
製
造
業
ニ
於
ケ
ル
機
峨
ノ
如
キ
ハ
一
定
ノ
使
用
年
限
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
注
意
傑
キ
企
業
家
ハ
其
ノ
減
価
ヲ
見
積
ル

ヲ
常
ト
ス
故
ニ
之
フ
経
費
ト
シ
テ
所
得
ヨ
リ
控
除
ス
ル
ヲ
許
ス
ハ
段
モ
至
当
ノ
コ
ト
ナ
り
ト
ス
現
一
一
法
人
所
得
ノ
計
算
ニ
ハ
之
ヲ
控
除
セ
リ
箇
人

所
得
ノ
計
算
一
一
之
カ
控
除
ヲ
許
サ
サ
ル
ハ
不
公
平
ナ
リ
或
ハ
各
種
製
造
業
ノ
機
械
一
一
付
一
切
一
一
之
カ
減
価
ノ
控
除
ヲ
許
ス
ハ
実
行
困
難
ナ
リ
ト
ノ

反
対
ア
ラ
ン
モ
共
ノ
減
価
ノ
控
除
ヲ
許
ス
機
械
ノ
範
囲
ハ
必
ス
シ
キ
一
枚
ノ
鈎
一
挺
ノ
斧
ニ
及
フ
ヘ
シ
l
云
フ
ニ
非
ス
動
刀
ニ
依
り
テ
運
転
ス
ル

機
械
其
ノ
他
通
当
ナ
ル
標
準
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
限
定
ス
ル
モ
可
ナ
リ

比
ノ
意
見
ニ
対
ジ
テ
委
員
ノ
一
人
ハ
原
案
ノ
趨
意
ヲ
説
明
γ
テ
日
夕

法
人
所
得
一
一
於
テ
姉
船
、
建
物
、
機
械
等
ノ
減
価
ヲ
経
費
ト
シ
テ
控
除
ス
片
ハ
法
人
所
得
ハ
事
業
年
度
経
過
後
一
一
〔
当
設
事
業
年
度
損
益
一
一
日
昨
去

に
依
り
〕
課
税
セ
一
フ
ル
ル
モ
ノ

γ
テ
共
ノ
果
シ
テ
積
立
ア
タ
ル
ヤ
何
ヤ
ハ
事
実
一
依
リ
之
ヲ
確
認
λ

ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
ト
監
個
人
所
得
〈
〔
総
収

入
金
よ
り
必
要
。
経
費
や
控
除
し
た
る
〕
予
算
〔
年
額
〕

一
一
依
リ
課
挽
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
共
ノ
果
シ
テ
減
価
ト
シ
テ
積
立
ツ
ル
ヤ
否
ヤ

未
必
一
一
属
ス
是
レ
現
行
法
カ
個
人
所
得
-
一
於
テ
減
価
ヲ
経
費
ト
ジ
テ
控
除
ス
ル
ヲ
認
メ
〔
ざ
〕
作
所
以
ナ
り
然
ル
ニ
船
舶
運
送
業
文
ハ
倉
庫
業
ノ

如
キ
ハ
個
人
告
業
ノ
モ
ノ
ト
雄
性
質
上
営
業
ノ
規
模
大
ニ
ジ
テ
法
人
営
業
ト
択
ア
所
ナ
ク
舶
船
又
ハ
建
物
ノ
減
価
償
却
方
法
ノ
確
立
ス
ル
モ
ノ
ア

リ
テ
仮
ヒ
予
算
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
之
ヲ
確
認
ス
ル
ニ
難
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
カ
控
除
ヲ
許
ス
モ
敢
テ
弊
害
ヲ
生
ス
ル
ノ
恐
ナ
ジ
ト
雄
製
造
業
ノ
如
キ

ハ
営
業
ノ
種
類
雑
多
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
ノ
規
模
大
小
頗
ル
区
々
ニ

γ
テ
某
ノ
大
ナ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
機
械
ノ
減
価
償
却
方
法
ヲ
立
ツ
ル
モ
ノ

ア
リ
ト
雌
其
ノ
小
ナ
ル
モ
ノ
一
て
仕
リ
テ
ハ
機
械
ノ
減
価
償
却
方
法
ヲ
立
ツ
ル
モ
ノ
ナ
ク
叉
之
ヲ
立
グ
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
多
キ
実
況
一
一
ジ
テ
面
ジ
テ

明
治
二
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
コ
一
)

第
九
十
二
巻

四

五

第
六
号

ノ、
五



明
治
一
一
-
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
副
(
そ
の
=
)

第
九
十
二
巻

四
二
六

節
六
号

、一、
/
〕
ノ

減
価
ノ
控
除
ヲ
許
九
ヘ
キ
モ
ノ
ト
然
ヲ
サ
ル
モ
ノ
ト
ノ
間
ユ
区
別
ヲ
立
川
ノ
ル
ハ
殆
t
不
可
能
ナ
ル
ヲ
以
テ
若
シ
製
造
業
一
一
対
シ
梯
械
ノ
拭
佃
ノ
挫

除
ヲ
許
ス
モ
ノ
ト
セ
ハ

JL
ニ
来
シ
テ
不
当
ノ
見
積
ブ
為
シ
脱
税
ノ
端
ヲ
啓
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
之
カ
実
行
上
頗
ル
困
難
ナ
ル
へ
シ
是

ν
原
案
カ
製
造
業

ノ
撚
誠
一
一
及
円
サ
り
シ
所
以
ナ
リ

吏
ニ
他
ノ
委
員
ハ
日
グ

機
械
減
価
ノ
控
除
ハ
小
製
造
家
ニ
対
ジ
テ
最
モ
多
ク
必
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
機
械
減
価
ノ
控
除
ヲ
許
ス
以
上
ハ
動
力
ニ
依
リ
運
転
ス
ル
機
械
ノ
ミ
ナ
ラ

ス
人
力
ニ
依
リ
テ
運
転
ス
ル
機
峡
其
ノ
他
一
切
ノ
器
具
、
器
械
一
一
其
ノ
範
閉
ヲ
拡
張
ス
ル
ヲ
長
ス
若
シ
此
ノ
範
囲
拡
張
ニ
シ
テ
不
可
能
ナ
り
ト
セ

ハ
寧
ロ
一
切
ノ
機
械
ノ
減
価
ノ
控
除
ヲ
否
認
ス
ル
ニ
如
カ
ス

審
査
会
ハ
審
議
ノ
末
名
数
ヲ
以
テ
製
造
業
一
一
一
於
ケ
ル
機
械
ノ
減
価
ヲ
所
得
ヨ
リ
控
除
久
ル
ヲ
許
ス
コ
ト
ニ
決
シ
而
シ
テ
共
ノ
減
価
ノ
控
除
ヲ
一
計
ス
へ

キ
機
械
ノ
範
囲
ハ
実
行
ノ
難
易
ヲ
省
ミ
提
案
者
ノ
意
見
ゾ
如
タ
動
力
ニ
依
リ
運
転
λ

ル
機
械
其
ノ
他
適
当
ナ
ル
標
準
-
一
依
り
之
ヲ
限
定
λ

へ
キ
モ
ノ

ト
為
シ
其
ノ
範
囲
ハ
命
令
一
一
譲
ル
ヘ
キ
モ
ノ
卜
決
シ
タ
リ

以
上
引
用
し
た
よ
う
に
、
個
人
所
得
算
定
に
関
し
て
、
税
法
審
育
委
員
会
白
「
原
案
は
船
舶
運
送
業
の
船
舶
及
品
調
庫
業
の
減
価
は
、

之
を
経
費
と
し
て
所
得
よ

p
控
除
す
る
こ
と
を
許
せ
し
が
、
〔
税
桂
整
理
案
】
審
査
会
に
於
て
は
此
白
望
論
を
拡
張
し

τ、
製
造
業
に
於

け
る
機
械
の
減
価
に
迄
及
す
べ
し
と
の
説
提
出
せ
ら
れ
た
り
の
而
し
て
こ
の
説
に
対
し
亡
は
、
機
械
減
価
の
控
除
を
許
す
べ
き
も
り
と

然
b
ざ
る
も
の
と
白
問
に
、
限
界
主
立
つ
る
は
殆
ん
ど
不
可
能
友
る
が
故
に
、
実
行
上
凶
難
な
り
と
の
意
見
を
存
せ
し
も
、
審
査
会
は

多
数
を
以
て
機
械
一

ω減
価
を
経
按
と
認
む
る
こ
と
に
決
し
、
而
し
て
其
白
減
価
白
控
除
沼
討
す
べ
き
機
械
の
範
囲
は
動
力
に
依
り
逆
転

す
る
機
械
、
共
の
一
他
適
当
た
る
標
準
に
依
り
、
命
令
を
以
て
之
を
限
定
す
る
ζ

と
に
決
し
」
て
、
当
審
査
会
が
起
草
し
た
「
所
得
税
法

中
改
正
法
律
家
」
で
は
、
き
さ
の
法
律
実
ー
四
第
条
第
三
項
は
ワ
ぎ
山
上
う
に
改
め

b
れ
た
。



シ

船
舶
運
送
業
者
ノ
船
舶
、
倉
庫
業
者
ノ
倉
庫
又
ハ
製
造
業
者
/
機
械
ノ
減
価
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
経
費
ト
見
倣
ゐ

十
引
の
よ
う
た
条
項
を
ふ
え
ん
で
い
た
所
得
税
法
中
改
正
法
律
家
す
な
わ
ち
「
税
法
整
国
案
審
査
会
心
審
議
修
正
士
経
た
る
所
得
税
整

理
案
は
、
明
治
四
寸
一
年
一
月
第
二
十
四
回
帝
国
議
会
心
開
会
に
当
り
、
他
の
各
種
秘
税
整
理
案
と
共
に
衆
議
院
に
提
出
一
せ
ら
れ
し
が
、

-
衆
議
院
は
所
作
税
整
理
案
を
始
め
租
税
整
引
に
関
す
る
卜
七
法
律
案
-EE--
を
一
合
決
7
円
」
て
し
ま
っ
た
。
モ
こ
で
「
政
府
は
更

に
調
査
研
究
を
遂
げ
た
る
末
、
明
治
四
十
三
今
一
月
第
二
十
六
岡
山
市
同
議
会
心
開
会
と
同
時
に
、
第
二
次
整
理
案
を
提
出
し
た
目
。
右

第
三
次
性
迎
案
は
第
一
次
怒
川
出
家
を
礼
一
礎
と
し
て
!
日
比
案
せ
し
も
の
な
る
を
以
て
、
税
法
改
正
の
大
体
の
主
裁
に
於
て
は
敢
て
前
案
と
具

回

る
所
な
か
り
し
と
離
も
、
共
細
日
に
五
り
て
は
前
集
を
修
正
し
た
る
点
防
か

L
ず
。
」
モ

ω中
で
、
減
価
償
却
に
関
し
て
は
、
「
個
人

所
併
に
於
て
、
前
山
世
の
如
く
船
舶
運
送
業
者

ω
船
州
、
倉
庫
業
者
の
倉
庫
業
者
的
合
庫
又
は
製
造
業
者
の
機
械
の
減
価
を
経
費
と
宕
倣

し
て
、
所
得
よ
り
作
除
す
る
こ
と
を
認
む
る
の
外
、
更
に
法
人
所
何
に
於
て
、
固
定
資
本
に
対
す
る
減
価
積
立
金
士
損
金
と
看
倣
す
こ

と
を
認
め
た
り
」

(
傍
点
|
|
高
寺
)
「
蓋

γ
」
当
耐
に
治
け
る
「
税
法
ノ
解
釈
1
ジ
テ
固
定
資
本
ノ
減
価
ヲ
直
-
一
損
金
ト
シ
テ
計
上
九
ル

ト
キ
ハ
之
ヲ
益
金
2

リ
控
除
セ
ラ
ル
ル
モ
減
価
ハ
之
ヲ
見
積
一
ブ
ホ
ス
シ
テ
利
益
金
ノ
処
分
}

V

テ
減
価
償
却
積
立
金
ヲ
為
マ
ハ
ト
キ
ハ
其
積

立
金
ハ
所
初
ト
ジ
テ
一
説
税
セ
ヲ
レ
後
-
一
五
リ
減
価
補
填
ノ
為
支
山
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
三
於
テ
損
金
ト
シ
テ
其
事
業
年
度
ノ
益
金
ヨ
り
控

除
セ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
問
ノ
不
公
平
ヲ
矯
正
ス
ル
必
要
ア
リ
シ
ト
ジ
テ
減
価
償
却
積
立
金
ハ
之
ヲ
積
立
タ
ル
各
事
業I
年

度
毎
一
一
損
金
}
君
倣
マ
ハ
コ
ト
ト
為
シ
タ
ル
ナ
リ
」
つ
ま
り
、

「
当
時
現
行
の
法
人
所
得
算
定
方
法
に
よ
れ
ば
、
固
定
資
本
白
減
価
償
却

積
立
金
は
、
現
実
に
之
を
消
費
せ
ざ
る
限
り
課
税
を
免
れ
ざ
り
し
も
、

減
価
償
却
積
立
金
は
結
局
会
社
の
所
得
と
な
ら
ざ
る
も
心

な
る
を
以
て
、
寧
ろ
命
令
を
以
て
減
価
歩
合
士
一
定
し
、
其
範
閉
内
に
於
て
は
現
実
に
消
費
仕
ざ
る
も
、
尚
損
金
と
看
倣
し
て
免
税
す

明
治
三
イ
二
年
所
持
税
法
と
減
価
償
却
全
計
(
て
の
一
ニ
)

第
九
十
二
巻

四

七

品
六
口
勺

六
七



ー
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
第
四
条
に
は
第
三
項
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
友
一

項
が
加
え
ら
れ
、
さ
き
の
第
三
項
は
第
四
項
へ
移
さ
れ
た
。

る
ヂ

'" 可
な咽

T話
認十
め "J二竺
」宜

、 7計
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玉工 法
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川副

帝届
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請書 調j

会会
提計
山(

川そ
のり
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第
九
十
二
巻

V司

)¥ 

第
六
号

ノ、
ノ一、

第
一
種
〔
法
人
〕

ノ
所
得
ヲ
算
定
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
固
定
資
本
ノ
減
価
=
対
シ
償
却
積
立
金
ヲ
為
ス
モ
ノ
=
在
リ
テ
八
命
令
ノ
定
ム

ル
所
=
依
リ
之
ヲ
損
金
卜
看
倣
ス

第
三
種
〔
個
人
〕

/
所
得
ヲ
算
定
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
柏
細
運
送
業
者
ノ
船
舶
、
倉
庫
業
者
/
倉
庫
文
ハ
製
造
業
者
/
機
械
ノ
減
価
ハ

命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
経
費
卜
看
倣
ス

「
然
る
に

政
府
は

ヨ
再
調
査
の
必
要
を
名
と
し
て
衆
議
院
委
員
会
に
於
て
審
査
中
、

右
〔
第
二
次
〕
所
得
税
整
理
案
を

徹
回
し
た
り
。

第
二
十
七
回
及
翌
第
二
十
八
回
両
次
の
帝
国
議
会
民
於
て
、
前

財
政
上
の
一
理
由
に
依
り
て
之
に
反
対
し
、
衆
議
院
亦

-
(
な
お
〕
衆
議
院
に

b
け
る
一
部
の
議
員
は

記
第
二
次
整
整
理
案
と
殆
ん
ど
同
一
た
る
整
理
案

t
提
出
せ
し
が
、
政
府
は

此
等
を
否
決
~
」
た
め
、
そ
己
に
も
b
れ
て
い
た
法
人
企
業
に
b
け
る
減
価
償
却
積
立
金
の
損
金
算
入
、
個
人
企
業
に
治
け
る
船
舶
、

倉
庫
、
機
械
の
減
価
償
却
の
損
金
の
算
入
な
ら
び
に
そ
白
前
提
と
し
て
白
耐
用
年
数
の
法
定
も
結
局
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
葬
り
さ
ら

れ
て
し
士
っ
た
の
で
あ
る
。

'(5) (4) (3) (2) (1) 

「
税
法
審
査
委
員
会
審
査
報
告
」
(
明
治
三
九
年
二
一
月
二
四
日
)
、

田
中
穂
積
『
税
制
整
理
論
』
明
治
四
三
年
、
一
一
コ
U
一頁。

前
掲
報
告
、
一
五
O
頁。

前
掲
報
告
、
一
四
九
頁
。

前
掲
報
告
、
一
五
心
頁
。

一五
O
頁。



(1$ (1~ (1カ(16)(le) (14) (lj (l~ω (l~ (9) (8) (7) (6) 

「
明
治
大
正
財
政
史
』
持
六
巻
、
昭
和
二
一
年
、
一

O
二
頁
。

前
掲
報
告
、
別
附
第
一
川
号
、
一
五
瓦
。

寸
明
治
大
正
財
政
史
』
第
六
巻
、
一

O
二
頁
。

前
掲
4

昔
、
一
三
九

l
一
阿

O
頁。

阿
部
調
「
日
本
附
政
論
祖
税
い
昭
和
入
年
、
一
一
一
一
三
七
一
R
。

「
税
法
整
理
案
審
査
会
審
査
必
録
』
(
明
治
四

O
年
七
月
〉
、
八
二

l
八
五
頁
。

寸
明
治
大
正
刑
政
山
と
第
六
省
、
一

(U
二

七

一

O
二
八
頁
@

前
掲
要
軒
、
附
錦
、
一
九
頁
ω

「
明
治
大
正
財
政
見
L

措
六
巻
、
一

O
一一一二頁叫

前
掲
書
、
一

O
三
b

一
O
三
入
頁

D

、
別
掲
書
、
一

O
四
O
頁。

鈴
木
繁
「
帝
国
税
法
諭
』
大
正
八
年
、
三
六
凶

l
三
六
瓦
頁
。

「
明
治
大
一
』
肘
政
史
』
草
六
巻
、
一

O
問
。
一
且
。

前
掲
書
、
一

O
四
七
頁
。

第
二
六
回
帝
国
議
会
来
議
院
所
持
税
法
中
改
正
法
律
案
外
出
引
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
委
員
管
原
通
敬
(
大
蔵
省
主
税
局
長
)
は
、
委
員
高
橋

広
拾
が
「
船
舶
合
一
陣
ρ
何
年
ニ
テ
償
却
ス
ル

1
1男
、
機
械
ρ

何
年
二
テ
償
却
ス
ル
ー
ヵ
主
フ
、
凡
ノ
命
令
て
依
ッ
テ
定
メ
タ
ル
毛
ノ
ガ
プ
ル
ノ
デ
ア

り
マ
ス
ル
カ
」
と
質
問
し
た
の
に
た
い
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
L
符
弁
し
て
い
た
。

「
第
二
一
積
ノ
所
得
ヲ
計
算
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
、
船
舶
運
送
業
者
ノ
船
舶
、
企
庫
業
者
ノ
倉
庫
、
製
造
業
者
ノ
器
械
ノ
減
価
二
命
令
ノ
定
ム
ル
ト

コ
ロ
一
一
依
テ
経
設
T
君
倣
ス
ト
ア
ル
ガ
命
令
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ノ
胞
案
デ
モ
一
ノ
ル
ノ
デ
ア
ル
カ
、
若
命
令
ニ
於
テ
定
ム
ル
ト
一
山
フ
ナ
ヲ
バ
、
減
価
ヲ

ス
ル
ト
云
フ
エ
伺
テ
A

幾
年
間
ユ
ソ
レ
ヲ
償
却
メ
ル
]
一
E

フ
見
積
リ
デ
ア
ル
カ
ト
一
E
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
是
ハ
命
令
案
(
宋
タ
出
来
テ
居
リ
マ

セ
ヌ
、
多
少
ノ
腹
案
、
持
一
7
居
リ
マ
ス
ガ
1
1
1要
ス
ル
ニ
船
舶
デ
フ
ル
ナ
ラ
バ
、
二
十
年
或
ハ
二
寸
五
年
一
五
フ
ノ
ガ
担
例
デ
ア
ル
、
或
ハ
倉
庫
テ

ア
レ
バ
一
一
一
十
年
或
ハ
五
十
年
ト
カ
、
イ
ロ
/
¥
種
類
一
一
位
テ
違
E

マ
ス
ガ
、
凡
ソ
其
年
帥
ヲ
計
算
致
シ
マ
ヶ
テ
、
ソ
レ
ニ
対
シ
テ
減
価
ヲ
定
メ
ル
積

明
治
三
十
二
年
所
得
説
法
と
減
価
償
却
余
計
(
そ
の
三
)

第
九
十
二
巻

四

九

第
六
号

プて

九



明
治
二
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
ぞ
町
三
)

第
九
十
二
巻

l"l 

C 

通
六
号

七三
C 

リ
デ
プ
リ
マ
ス
、
」

一
回
頁
)

州
刊
『
明
治
大
正
財
政
史
』
第
六
巻
、

勺
第
二
六
凶
巾
凶
議
会
衆
議
院
所
得
税
法
中
改
正
注
律
案
外
四
件
委
員
会
議
鵠
(
速
記
)
」
捕
ゴ
一
問
、
明
治
問
一
一
五
ー
二
月
一
一
日
、

一
O
凹
三
頁
。

八

「
明
治
四
十
三
年
第
二
十
六
議
会
に
提
出
し
た
る
所
得
税
法
改
正
法
案
中
白
一
条
項
に
於
て
「
第
一
種
ノ
所
得
ヲ
算
定
見
ル
場
合
ニ

於
テ
固
定
資
本
ノ
減
価
-
一
対
γ
償
却
積
立
金
ヲ
為
マ
ハ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
-
一
依
リ
之
ヲ
同
担
金
ト
宥
倣
ス
」
と
規
定
せ
る

も
、
右
改
正
法
案
は
不
辛
に
し
て
成
立
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
」
こ
と
は
、
す
で
に
D
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
政
府
が
当
改
正
案
を
明

治
四
三
年
二
月
九
日
に
徹
回
し
て
か

b
約
八
ヵ
月
後
の
明
治
四
三
年
一

O
月
一
日
に
、
主
税
局
は
台
湾
総
骨
府
か
b
一
の
照
会
に
た
い
し
、

「
建
物
機
械
共
ノ
他
聞
定
資
産
償
却
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
積
立
ト
為
マ
ハ
モ
ノ
ハ
損
金
ト
一
認
メ
ス
但
ツ
弘
実
償
却
γ
タ
ル
そ
ノ
ハ
損
金

ト
~
」
と
、
右
改
正
法
案
に
も
b
れ
た
規
定
を
否
定
す
る
回
答
を
し
た
。
そ
し
て
、
己
の
よ
う
に
逆
転
し
た
主
税
局
の
見
解
に
し
た
が

「
大
正
二
年
の
改
正
〔
所
得
〕
税
法
托
は
右
の
規
定
が
無
か
っ

h
o
」
こ
の
こ
と
は
「
明
治
四
十
四
年
商
法
の
改
正
せ

b
れ
た

会
社
の
会
計
取
扱
ひ
と

L
て
同
文
を
以
て
減
価
償
却
を
認
め
ん
と
白
〔
政
府
〕
提
案
あ
り
し
士
議
会
は
此
案
主
一
合
決
せ
り
」

っ
て
、

る
際
に
、

し
己
と
と
直
接
関
係
は
な
か
ヮ
た
が
、
利
益
処
分
K
よ
る
減
価
償
却
積
立
金
白
税
務
上
白
取
扱
い
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
損
金
算
入

を
否
認
し
た
明
治
三
二
年
一

O
月
二
日
主
税
局
長
通
牒

ω線
ワ
吉
り
振
出
レ
へ
戻
っ
た
こ
と
を
芯
味
し
た
。
い
や
、
"
て
れ
ば
か
り
E
は

な
い
。
大
正
二
年
所
得
税
法
改
正
後
に
は
、
減
価
償
却
を
否
定
し
、
固
定
資
産
時
価
評
価
損
の
み
を
認
め
ん
と
す
る
反
動
的
風
潮
さ
え

も
生
じ
向
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
勤
き
は
、
大
正
九
年

ω
所
得
税
法
の
改
正
主
契
機
と
し
て
、
終
止
符
を
う
た
れ
、
そ
れ
に
か
わ
ツ
て
、

「
各
事
業
年
度
の
負
担
す
べ
き
固
定
資
産
に
関
す
る
損
金
は
評
価
損
に
あ

b
ず
し
て
、
前
払
経
費
の
分
担
額
即
ち
減
価
償
却
額
の
み
を



計
算
す
る
を
以
て
正
当
と
小
川
0

」

ま
た
モ
れ
と
と
も
陀
固
定
資
産
原
何
を
期
間
配
分
す
る
基
準
と
し
て
作
成
さ
れ
た
大
蔵
省

内
規
「
固
定
資
産
堪
久
年
数
表
」
が
発
表
胃
れ
た
。
し
か
し
、
税
務
当
局
は
、
こ
の
よ
う
に
減
価
償
却
を
固
定
資
産
原
価
配
分
と
し
て

と
さ
れ
、

位
置
づ
け
、
そ
の
配
分
基
準
と
し
て
決
定
耐
用
年
数
十
明
ら
一
か
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
将
来
の
減
価
償
却
資
源
と
し
て
、
一
定

金
額
の
積
立
を
為
寸
各
事
業
年
度
の
益
金
処
分
は
、
之
を
当
該
事
業
年
度
の
損
金
と
し
て
計
算
す
ペ
者
も
の
に
非
科
「
と
の
見
解
を
す

て
ず
、
さ
ら
に
か
か
る
利
益
処
分
広
工
る
減
価
償
却
積
立
金
に
つ
い
て
む
取
扱
い
を
費
用
処
理
し
た
評
価
俳
の
減
価
償
却
引
当
余
に
も

及
ぼ
L
、
閣
接
的
に
表
日
L
て
い
る
「
積
立
金
を
減
少
し
て
現
実
償
却
す
る
に
至
る
ま
で
は
其
の
全
額
を
所
得
の
南
保
と
看
倣
」
し
て
、

課
税
し
た
。

当
該
資
産
科
目
を
減
額
整
浬
す
る
も
の
に
限
り
、

「
翌
期
期
首
に
於
け
る
決
算
仕
訳
ま
れ
ー
は
繰
越
記
入
に
当
り
て
、

〔
す
で
に
は
や
く
か
ら
〕
こ
れ
を
損
令
と
認
め
」
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
主
税
局
は
、

明
治
四
一
年
三
月
九
日
会
計
検
査
院
照
会
に
た
い
す
る
明
治
四
一
年
四
月
一
八
日
往
第
四
、
八
二

O
場
主
税
局
間
報
に
よ
っ

τ、
「

当

た
だ
し
、

「
利
益
処
分
項
目
を
以
て
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
も
、

該
期
ニ
於
ケ
ル
資
産
ノ
価
格
ハ
現
実
低
落
ン
之
カ
減
佃
ヲ
次
期
ニ
於
テ
整
理
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
毛
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
償
却
金
ハ
将
来
ノ

減
価
ヲ
慮
リ
積
立
テ
置
グ
所
ノ
毛
ノ
即
チ
償
却
積
立
金
ト
ハ
其
性
質
ヲ
異
ユ
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
当
該
湖
一
一
於
ケ
ル
損
金
-
一
算
入
ス

ル
ヲ
相
当
l
一
認
ム
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
大
正
九
年
八
月
一
五
日
大
蔵
大
臣
達
「
所
得
税
法
施
行
上
取
扱
方
心
得
」
は
モ
の

第
三
条
に
お
い

τ
「
法
人
ノ
資
産
減
価
償
却
及
繰
越
欠
損
金
ノ
補
填
ハ
其
ノ
事
業
年
度
ノ
担
金
ト
認
ム
へ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
法
人
ノ

計
算
-
一
於
テ
純
益
金
ノ
処
分
ト
ジ
テ
之
ヲ
為
V
タ
ル
場
合
ト
雄
宍
ノ
純
益
ノ
生
日
γ

タ
ル
事
業
年
度
二
於
ケ
ル
総
損
金
中
-
一
之
ヲ
算
入
ス

へ
キ
モ
ノ
ト
月
」
と
し
て
W

た
。
も
ち
ろ
ん
、

「
利
益
処
分
項
目
を
以
て
し
た
る
も
の
に
就

τは
、
右
に
一
言
し
た
る
如
〈
、

も

し
、
翌
期
に
於
て
資
産
科
日
目
減
額
整
理
を
た
さ
な
い
で
、
貸
方
科
目
に
計
上
し
て
所
謂
間
接
表
一
ポ
セ
な
し
た
る
場
合
に
在
り
て
は
、

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
制
償
却
会
計
〈
そ
の
二
「
一
〕

第
九
十
二
巻

四

第
六
号

七



明
措
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
一
一
)

〔
長
い
間
〕
利
益
金
白
留
保
と
し
亡
有
認
ふ
」
れ
た
り
で
あ
る

G

第
九
十
二
巻

四

第
六
号

七

こ
の
一
上
九
ノ
に
税
務
当
局
は
「
昭
和
幻
年
4
月
の
法
人
税
法
施
行
細
則
の
改
正
士
で
は
直
接
法
が
け
軒
認
め
て
い
た
心
で
あ
る
が
、
」
モ

の
後
は
、
減
価
償
却
の
一
「
認
定
如
何
を

形
式
的
表
市
方
法
の
栢
還
に
根
拠
を
置
か
ず
、
む
じ
ろ
事
業
に
於
て
正
確
な
る
固
定
資
産

「
昭
和
二
十
三
年
四
月
法
人
税
法
施
行
細
則
の
改
正
を
契
機
と
し
て
、

間
接
法
に
よ
る
償
却
を
も
認
め
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。

の
細
密
記
入
を
行
わ
し
め
、
そ
れ
に
基
し
て
課
税
基
礎
を
定
む
る
様
に
し
、
事
業
白
記
録
白
整
理
主
積
極
的
に
促
進
し
て
行
く
必
要
が

あ
ろ
う
」
と
い
う
提
案
を
う
け
い
れ
で
、

一
定
白
条
件
目
下
に

(i[ 

もと
i均 と

需 ろ
せ で
し
め す
ぎで
るに
可の
ら ペ

ざ た
るよ
なう
~) 19)陀
」、

Jト
の
主
張
。コ
-f 
に

「
相
当
の
範
囲
と
適
当
な
る
標
準
の
下
に
固
定
資
本
減
価
償
却
令
控
除
心
主
義
を
個
人
営
業

「
明
治
四
十
年
我
が
政
府
の
設
賢
し
た
る
税
法
整
理
委
員
会
に
於
て
所

得
税
法
中
に
左
白
一
項
を
加
ふ
る
決
議
し
た
る
こ
と
あ
り
き

船
舶
運
送
業
者
の
船
舶
、
倉
庫
業
者
の
合
席
、
又
は
製
造
業
岩
の
機
械
の
減
価
は
命
令
の
定
む
る
所
に
依
り
之
を
経
費
と
着
散
す

然
れ
ど
も
上
一
記
の
事
項
は
所
得
税
法
中
に
規
定
せ
ら
る
る
に
足
ら
ざ
る
さ
。
L

す
な
わ
ち
、
右
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
織
込
ん
で
い
た

第
二
六
回
帝
国
議
会
提
出
白
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
は
政
府
み
ず
か
ら
が
徹
回
し
て
し
ま
い
、

(
ま
た
、
第
二
七
回
お
よ
び
第
二
人
回
議

会
に
再
度
若
干
の
帯
議
院
議
員
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
所
得
税
法
中
改
』
法
律
案

r
も
、
指
の
規
定
は
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
改
正
案
叫
否
決
さ
れ

て
し
ま
い
)
、
ょ
う
干
く
第
三

O
回
議
会
に
沿
い
て
通
過
し
た
大
正
二
年
の
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
に
は
、
右
の
規
定
は
も
ら
れ
て
い

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
布
法
律
案
の
審
議

K
さ
い
し
、
政
府
委
員
菅
原
通
敬
(
大
蔵
省
主
税
局
長
〕
は
、
委
員
石
橋
為
之
助
白
「
第
四
条

ノ

初

「
第
一
種
ノ
所
得
戸

各
事
業
年
度
総
益
金
ヨ
リ
同
年
度
総
損
金
ブ
控
除
ジ
タ
ル
金
額
一
↑
依
ル
L

ト
プ
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
此

総
損
金
ト
云
フ
中
-
一
ハ
無
論
国
定
資
本
ノ
元
価
償
却
モ
合
マ
レ
テ
居
ル
モ
ト
解
シ
テ
居
リ
マ
月
ガ
、
サ
ウ
シ
マ
只
ル
ト
此
第
四
条
ノ
三



ノ
終
ノ
所
ニ
個
人
ノ
所
得
ノ
控
除
ス
ベ
キ
部
分
ガ
規
定

γ
テ
ア
ル
、
其
必
要
ノ
経
費
ト
一
五
フ
中
日
一
モ
個
人
ノ
万
モ
ヤ
ハ
リ
同
ジ
主
義
一
一

茶
テ
固
定
資
本
ノ
元
価
償
却
ヲ
控
除
シ
テ
差
支
ナ
イ

I
解
釈
ジ
テ
居
ル
ノ
デ
兄
ガ
、
ソ
レ
デ
宜
ジ
イ
ノ
デ
ス
刀
、
ソ
コ
ヲ
一
ア
確
メ
テ

「
元
価
償
却
一
一
付
キ
マ
シ
テ
ハ
御
述
ベ
一
一
ナ
ッ
タ
迫
リ
デ
プ
リ
マ
エ
」
と
答
弁
し
て
い
た
。
し
か

情
キ
マ
ス
L

と
の
質
問
に
た
い
し
、

し
、
個
人
企
業
白
減
価
償
却
を
経
費
と
看
倣
す
規
定
白
欠
除
は
、
そ
の
後
の
税
務
行
政
を
左
右
し
、

れ
を
損
費
に
認
め
る
の
は
法
人
企
業
の
み
で
あ
っ
て
個
人
企
業
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
」

「
税
務
当
局
の
方
針
と
し

τ、
こ

も
っ
と
、
も
、

昭
和
一

0
年
代
に
入
る

と

「
個
人
企
業
で
も
規
模
が
相
当
大
き
〈
、
か
つ
会
計
帳
簿
が
整
備
し
て
居
り
、
法
人
企
業
と
呉
ら
ぬ
も
の
に
就
て
は
次
第
に
償
却

「
管
結
税
務
署
に
よ
っ
て
未
だ
必
ず
し
も
統
一
的
に
取
扱
は
れ
て
い
た
」
か
っ
た
。

費
を
認
め
る
傾
向
L

が
生
じ
た
が

己
白
よ
う
に
「
個
人
の
所
得
税
に
お
い
て
は
、
長
く
減
価
償
却
を
必
要
経
費
に
算
入
す
る
制
度
を
認
め
て
来
た
か
っ
た
。
し
か
し
個

人
心
事
業
と
い
え
ど
も
事
業
所
得
白
適
正
在
計
算
の
為
に
は
減
価
償
却
を
認
め
る
己
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
昭
和
一
五
年
税

制
改
在
の
際
に
、
個
人
の
所
得
の
計
算
上
も
必
要
経
費
と
し
て
控
除
す
る
と
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
ワ
ら
の
で
あ
る
。

い)(3) (2) (1) 

藤
沢
弘
『
会
社
の
経
済
と
納
税
』
大
正
一

O
年
、
二

O
五
l
二
O
六
頁
ω

「
第
二
十
六
阿
帝
国
議
会
衆
議
院
公
報
」
第
二
七
号
、
明
治
凶
三
年
二
月
九
日
、
一
二
四
五
。

出
延
旧
編
『
改
訂
税
法
悦
覧
』
大
正
四
年
、
一
一
七
百
。

船
田
勇
『
税
務
会
計
』
昭
和
九
年
、
七
五
瓦
。

な
ぜ
「
大
正
二
年
ノ
改
正
所
得
税
法
ハ
此
制
定
ヲ
依
」
(
鈴
木
、
前
掲
書
、
三
六
四
氏
)
い
た
か
に
つ
い
て
、
当
時
つ
ぎ
り
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

し
た

一
減
価
償
却
秘
立
金
ハ
其
積
立
ノ
日
的
が
将
来
減
価
ノ
償
却
一
一
充
当
ス
ル
一
一
在
り
ト
詞
フ
ノ
外
其
他
ノ
積
立
金
ト
性
質
ヲ
同
ジ
グ
シ
利
益
ノ
処
分

一
一
外
ナ
ヲ
ザ
ル
モ
ノ
一
一
シ
テ
之
ヲ
積
す
テ
タ
ル
年
度
一
一
於
テ
減
価
ア
ル

t
否
ト
ヲ
問
ぐ
ス
又
共
事
業
年
度
目
一
於
7
償
却
ノ
為
之
ヲ
支
出
λ

ル
モ
ノ
ニ

モ
非
ズ
、
而
ン
テ
実
際
其
事
業

ιー
度
ニ
於
テ
資
産
ノ
減
価
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
損
金
ト
シ
テ
計
算
シ
得
ベ
キ
ヲ
以
テ
減
価
償
却
樹
立
金
ヲ
所
得
ヨ
リ

明
治
三
十
二
年
一
町
得
税
法
主
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
)

第
九
十
二
巻

四

第
六
号

じ



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
八
そ
り
一
二
)

第
九
十
二
巻

巨ヨ

目

第
六
号

じ
E!l 

控
除
ス
ヘ
キ
理
由
ナ
ジ
。
減
価
償
却
杭
立
金
フ
課
税
外
ト
ス
ル
況
定
ヲ
設
ケ
ン
ト
也
パ
船
舶
建
物
理
悼
具
機
械
等
固
定
資
本
ノ
種
煩
ヲ
異
ニ

ツ
鰐
造
ヲ
同
ジ
ウ
セ
ザ
ル
モ
ノ
匂
ニ
法
令
ヲ
以
テ
減
価
ノ
平
均
歩
合
プ
定
ム
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
名
ヲ
減
価
償
却
積
立
金
一
一
惜
リ
テ
利
益
金
一
一
対
ス
ル
課

税
ノ
遺
脱
ヲ
計
ル
ノ
幣
ヲ
生
ズ
ル
虞
ア
リ
。
而
シ
テ
固
定
資
本
ノ
額
類
品
目
〈
千
差
万
別
ニ
シ
テ
各
種
目
毎
一
一
世
令
ヲ
以
テ
減
価
標
準
歩
合
ヲ
定
ム

ル
ハ
至
睦
ナ
ル
ヲ
以
テ
現
行
税
法
一
一
於
テ
ハ
実
際
減
価
ノ
割
合
一
一
依
リ
其
減
側
一
計
価
額
ヲ
担
金
ト
シ
テ
探
除
ス
ベ
キ
趣
旨
ヲ
以
テ
山
改
正
案
ノ
如
キ

規
定
ヲ
加
へ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
(
鈴
木
、
前
掲
帯
、
三
六
五
三
六
六
頁
)

M
W

渡
部
義
雄
「
減
価
償
却
と
評
価
に
就
き
て
」
余
計
、
大
正
八
年
一
心
月
号
、
ヵ

λ
頁。

「
コ
ハ
明
治
四
十
四
年
〔
第
二
七
回
帝
国
〕
議
会
ノ
否
決
ス
ル
所
ト
ナ
リ
シ
改
正
内
法
案
第
百
九
十
条
ノ
二
ニ
外
ナ
ラ
」
(
北
川
浩
「
減
何
償
却

及
資
産
許
価
ト
所
得
税
」
国
民
経
済
雑
誌
、
大
正
六
年
八
月
号
、
一
口
凹
珂
)
使
い
が
、
そ
の
「
第
二
項
目
縦
続
し
て
常
誕
の
用
に
供
す
る
財
産
の

一
評
価
に
関
す
る
事
一
世
は
、
故
初
パ
す
な
わ
ち
明
治
三
四
千
じ
月
に
鼎
表
さ
れ
た
政
府
白
〕
改
正
案
に
規
定
せ
ら
れ
戸
り
し
珂
な
り
き
、
独
逸
商
法

(
第
二
六
一
品
第
一
二
号
)
に
は
同
一
の
凱
出
品
あ
り
。
〔
そ
乙
で
)
松
右
宅
戸
の
円
博
士
は
〔
つ
宮
に
引
用
す
る
よ
う
に
〕
同
意
味
の
規
定
を

本
来
に
加
ふ
べ
き
こ
と
を
土
張
せ
ら
九
(
法
学
協
公
雑
誌
第
一
一
八
巻
第
一
一
号
、
京
都
法
学
会
雑
誌
第
五
巻
第
一

O
号
)
、
遂
に
追
加
せ
ら
る
る
に

雫
れ
る
も
の
な
り
。
」
(
佐
藤
雄
能
「
則
産

H
録
と
其
の
記
北
価
額
(
中
)
」
会
計
、
大
正
九
年
一
月
号
、
三

O
l一
一
一
瓦
)

「
継
続
シ
テ
会
社
ノ
常
業
一
一
使
用
ス
へ
キ
物
件
(
倒
へ
ハ
営
業
所
、
工
場
、
常
業
用
品
)
ハ
多
グ
ハ
其
一
許
制
困
難
一
シ
テ
実
際
上
此
苗
ノ
財
産
エ

ハ
某
取
得
価
額
又
ハ
製
作
価
額
ヲ
附
シ
別
一
一
償
却
積
立
金
ト
シ
テ
其
使
用
減
損
一
一
相
当
ス
λ

金
額
ヲ
積
立
テ
若
ク
ハ
其
眠
得
価
額
V

〈
ハ
製
作
仙
領
ヨ

リ
其
使
川
減
机
一
一
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
地
一
除
ジ
タ
ル
価
額
ヲ
附
ス
ル
ヲ
市
ト
ヌ
是
レ
独
逸
商
法
二
ハ
一
条
ノ
認
ム
ル
所
↑
シ
テ
余
ハ
之
ヲ
以
テ
事
理
一
一

適
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
信
ス
同
ヨ
リ
斯
ク
シ
テ
定
メ
タ
ル
価
額
ハ
時
一
一
時
制
ヲ
下
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
慌
セ
ス
ト
雌
モ
会
社
ノ
基
礎
ヲ
危
ク
シ
会
社
債
栴
者
ヲ

押
ス
ル
一
至
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
へ
ク
而
モ
斯
ク
ス
ル

t
キ
ハ
財
産
目
録
調
製
毎
一
一
困
雌
ナ
ル
評
価
ヲ
為
ス
ヲ
要
セ
サ
ル
〈
円
ン
故
一
一
本
百
円
改
正
案
ニ
モ
此

積
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
余
ハ
佐
用
減
損
一
一
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
杭
立
テ
、
取
得
価
額
又
ハ
製
作
価
卸
プ
附
ス
ル
ハ
取
得
仙
洞
又
ハ
製
作
価

額
ヨ
リ
使
用
減
損
ニ
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
何
額
ヲ
附
ス
ル
ノ
一
方
法
ト
認
ム
ル
コ
i
ヲ
得
へ
シ
ト
信
メ
ル
」

(
5
7
戸
勝
克
「
商
法
改
正
案

ヲ
評
λ

〈
一
)
」
京
部
法
学
会
雑
誌
、
明
治
凶
一
二
年
一

O
月
号
、
一
二
九
一
三
円
一
瓦
。
静
点
|
|
高
寺
)

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
我
邦
及
ヒ
実
仏
独
其
他
ノ
外
同
ノ
実
際
ヲ
見
ル
エ
継
続
シ
テ
常
業
一
一
供
用
ス
ル
悶
定
財
産
一
一
付
テ
ハ
其
取
得
価
額
又
ハ
製
作
価
額
ヲ
掲
ク

ル
ト
同
時
ニ
費
借
対
照
表
ノ
頁
慣
ノ
叩
(
借
方
)
ニ
別
一
一
其
使
用
減
担
ニ
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
償
却
積
立
金
ト
シ
テ
掲
グ
ル
ヲ
常
i
ス
若
シ
此
積
立
金
ニ



ジ
テ
相
当
ノ
金
額
ヲ
下
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
仮
令
取
得
何
額
又
戸
製
作
何
額
ヨ
リ
之
ヲ
控
除
シ
タ
ル
価
制
カ
偶
々
其
財
産
ノ
時
何
ヲ
下
ル
コ
ト

ア
ル
モ
以
テ
会
社
ノ
基
礎
ヲ
危
グ
ス
ル
モ
ノ
ト
詞
フ
へ
カ
ラ
ス
此
積
ノ
回
世
財
産
ノ
評
価
ハ
頗
ル
困
難
ナ
ル
コ
ト
多
キ
ヲ
以
テ
配
当
期
何
一
一
之
カ
許

何
ヲ
為
ス
カ
加
キ
ハ
実
際
上
不
能
ナ
ル
コ
ト
少
カ
ラ
サ
ル
ヘ
ク
日
是
等
ノ
川
定
刻
芭
ノ
一
時
的
ノ
暴
落
ヲ
ル
ー
シ
タ
ル
場
什
ニ
於
テ
附
側
一
一
従
ヒ

テ
之
カ
許
側
ヲ
改
メ
ジ
ム
ル
ハ
却
テ
会
社
ノ
営
業

Z
D
牛
ス
ル
損
治
ヲ
動
揺
セ
シ
ム
ル
ノ
情
苦
ナ
ジ
ト
セ
ス
故
一
一
独
商
法
ノ
如
キ
J
t

亦
譲
渡
ヲ
目
前

十
セ
ス
緋
続
シ
テ
営
栄
一
一
供
用
」
モ
ラ
ル
ル
財
産
(
工
場
機
械
ノ
類
〕
ニ
ハ
減
損
一
一
該
当
ス
ル
金
額
ヲ
控
除
ス
ル
カ
又
ハ
別
一
一
相
当
ノ
償
却
積

4
金
ヲ

設
ク
ル
}
キ
戸
時
価
ニ
従
ハ
ヌ
ジ
テ
取
得
川
相
又
〈
製
作
例
額
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ハ
独
商
法
第
二
ハ
一
条
)
余
ハ
我
改
正
案
カ
比
実
際
一
一

適
ス
ル
規
定
ヲ
闘
坤
セ
ル
ノ
理
由
ヲ
解
セ
ス
本
条
一
一
此
京
味
ノ
規
定
ヲ
追
加
ス
ル
コ
ト
ノ
喫
緊
ノ
必
要
ヲ
認
ム
ル
者
タ
リ
」
(
松
本
兎
治
「
商
法
中

改
正
法
律
案
ヲ
許
ス
(
京
前
)
」
法
学
協
会
雑
誌
、
明
治
凶
三
年
一
一
月
号
、
一
一
一
一
一
ー
一
一
凹
瓦
。
傍
点
|
|
高
寺
)
「
来
ハ
前
述
セ
ル
趣
旨
ニ
基
キ

木
条
第
二
羽
ト
シ
テ
抗
ノ
一
一
明
ヲ
迫
加
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
日
ク
「
前
頃
ノ
〔
低
何
以
下
主
義
に
よ
る
会
祉
財
産
評
価
〕
規
定
ハ
会
社
カ
継
続
シ
テ

押
山
菜
ニ
供
用
ス
ヘ
キ
財
産
一
一
其
取
得
価
額
又
ハ
製
作
価
額
三
リ
減
損
ニ
相
当
ス
ル
金
飢
ヲ
控
除
シ
タ
ル
仙
制
ヲ
附
ス
ル
場
合
ニ
ハ

JL
ヲ
迎
用
セ
ス
」

ト
比
提
案
カ
別
ニ
償
却
金
フ
但
キ
テ
取
得
価
調
又
ハ
製
作
価
栢
ノ
全
額
ヲ
附
ス
ル
ノ
宍
例
一
一
適
合
ス
へ
キ
ト
ス
ル
理
由
ハ
モ
戸
博
士
ノ
兄
昨
ト
同
キ

ヲ
以
テ
裁
ニ
詳
述
セ
ス
」
ハ
松
本
、
前
掲
論
文
、
一
一
計
頁
)

明
治
四
四
年
一
月
に
貴
族
院
に
提
出
さ
れ
た
商
法
中
改
正
法
樟
案
に
は
、
右
の
よ
う
な
提
案
を
侵
入
れ
、
そ
り
第
百
九
十
条
ノ
二
第
二
引
と
し
て

「
継
続
シ
テ
社
業
ノ
用
一
一
供
メ
ル
肘
直
一
一
付
ア
こ
一
川
明
ノ
規
定
一
一
拘
一
γ

ス
其
取
得
価
額
又
ハ
製
作
州
餌
ヨ
リ
相
当
ノ
減
損
領
ヲ
控
除
ジ
タ
ル
価
額
ヲ

附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
規
定
が
お
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
貴
族
院
で
は
、
第
一
項
の
低
価
以
下
主
誌
に
よ
る
会
社
財
産
む
一
評
価
規
定
を
削
除
し
て
、

車
両
柿
額
又
は
製
作
価
額
よ
り
も
高
い
時
価
を
附
す
る

h

一
と
を
妨
げ
江
い
よ
う
に
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
り
に
財
産
計
価
増
差
嗣
を
利
益
と
し
て

処
分
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
第
百
九
十
四
条
の
二
を
加
え
た
り
で
、
第
二
項
は
傍
売
を
付
し
た
例
所
が
「
ヲ
財
産
日
銀
一
一
一
記
民
ス
ル
エ
ハ
」
と
帳
正
さ

れ
て
第
百
九
十
条
町
二
と
な
っ
た
。
「
然
ル
ニ
衆
議
院
ハ
或
場
合
ニ
ハ
一
評
価
益
ヲ
モ
配
当
ス
A

ヨ
ト
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
シ
、
品
シ
之
ヲ
一
昨
サ
、
ル
一
一

於
テ
ハ
、
売
民
ヲ
仮
装
ジ
テ
評
価
益
ヲ
配
当
ス
ル
ノ
幣
ヲ
生
ス
へ
シ
ト
テ
、
政
府
案
並
一
一
貴
院
院
事
ヲ
再
決
セ
リ
。
」
〔
毛
戸
勝
元
『
前
法
改
正
一
評

論
』
明
治
四
四
年
、
九
頁
)

凶
刊
か
か
る
反
動
的
傾
向
は
、
さ
あ
に
と
り
あ
げ
た
口
本
郵
船
株
式
会
社
が
東
京
税
務
庇
督
局
尽
を
相
干
ど
っ
て
お
こ
し
た
行
政
訴
訟
(
大
正
七
年
筋

六
二
号
、
大
正
八
茸
四
月
凶
日
究
告
)
に
た
い
す
る
「
船
舶
ハ
時
価
ニ
依
リ
之
ヲ
評
価
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
解
ス
へ
ク
当
裁
判
所
明
治
二
六
年
第
五

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
償
却
会
計
(
そ
の
三
)

第
九
十
二
番

四

五

第
六
号

一b
Z王



明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
価
依
却
会
計
(
そ
の
一
ニ
)

第
九
十
二
巻

凹

yて

第
六
号

七
ノ、』

」
j

一
号
事
件
ノ
判
決
ハ
船
舶
一
一
何
テ
ハ
地
周
年
臥
ヲ
定
メ
原
価
ヲ
某
年
数
ユ
割
克
一
ア
タ
ル
全
額
ヲ
原
価
ヨ
リ
逓
減
シ
タ
ル
そ
ノ
ヲ
其
価
額
ト
ス
ヘ
キ

旨
ノ
法
則
ア
ル
コ
ト
ヲ
判
一
町
シ
タ
ル
エ
非
ス
シ
テ
右
ノ
如
キ
方
法
一
一
依
り
逓
減
シ
タ
ル
企
額
品
川
其
事
件
当
時
ノ
時
仙
ト
シ
テ
相
当
ナ
ル
コ
ト
ノ
事
実

ヲ
認
定

ν
タ
ル
一
一
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
然
ル
ニ
本
件
一
一
在
リ
テ
ハ
係
争
事
業
年
度
一
一
於
7
製
半
後
二
十
年
ヲ
超
ユ
ル
原
告
所
有
船
耐
ノ
実
際
ノ
価
格

カ
製
造
担
二
十
五
分
ノ
五
ヲ
下
ヲ
サ
リ
シ
コ
ト
ハ
原
告
ノ
争
ハ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
レ

ρ

被
告
カ
該
船
舶
ノ
価
額
ヲ
製
造
聖
ノ
二
十
五
分
ノ
五
ト
評
価
シ

タ
ル
ハ
違
法
又
ハ
失
当
ナ
リ
ト
為
ス
へ
キ
ニ
非
ス
既
一
一
然
レ
ハ
被
告
カ
製
造
後
一
一
十
年
ヲ
超
ユ
ル
原
告
所
有
船
舶
一
一
利
原
告
ノ
償
却
計
算
ヲ
否
認
ジ

テ
原
告
ノ
第
一
種
所
得
金
翫
ヲ
餌
定
シ
タ
ル
円
失
当
ナ
り
ト
一
目
フ
ヲ
持
ス
」
(
前
掲
判
決
録
、
ご
五
九

l
一六

O
民
〕
と
い
う
判
決
と
な
っ
て
表
町

化
し
た
が
、
当
時
引
政
裁
判
所
評
定
官
の
一
人
と
し
て
、
当
事
件
の
裁
判
に
あ
た
っ
た
関
口
建
一
郎
位
、
す
で
に
大
正
五
年
に
、
大
正
二
年
改
正
所

持
税
訟
の
解
却
を
し
た
際
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
た
。

つ
器
械
建
物
消
却
金
ト
云
ヒ
、
船
舶
償
却
費
又
ハ
珪
勅
減
仙
引
除
企
ト
云
フ
皆
之
レ
単
一
-
名
称
ノ
差
異
一
一
止
可
日
、
会
社
ノ
財
産
側
格
ノ
時
価
見

杭
ニ
於
テ
減
少
シ
タ
ん
ニ
モ
プ
ラ
ス
、
又
共
一
其
ノ
事
業
年
度
ニ
於
テ
支
払
ノ
議
務
ヲ
生
シ
タ
ル
エ
モ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、

i
-
一
計
算
上
ハ
之
ヲ
益

金
処
分
ト
見
ル
ヘ
キ
一
一
ア
ヲ
サ
ル
ヵ
、
中
刑
シ
事
実
一
一
於
テ
船
舶
又
ハ
建
物
ノ
価
格
減
少
ヲ
認
ム
へ
キ
毛
ノ
ア
ラ
ハ
、
之
レ
会
社
ノ
資
産
価
格
ノ

減
差
制
ト
シ
テ
損
金
一
一
計
算
久
へ
キ
ぞ
ノ
ナ
リ
ト
信
ス
、
」
(
関
口
、
前
掲
響
、
一
一
一
一
一
二
三
久
)

mw

中
村
継
男
「
改
正
法
人
所
得
税
法
詳
解
」
大
正
九
年
、
一
五
六
瓦
ω

中
村
蹴
男
『
法
人
所
得
及
所
得
税
』
大
正
一
一
年
、
一

O
四
頁
。

右
の
関
口
評
定
官
り
よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
「
仮

Am--高
価
船
を
持
っ
て
ゐ
て
、
戦
後
船
価
暴
落
の
危
険
あ
り
ー
と
す
る
も
、
現
在
に
於

て
減
仰
の
事
実
な
き
以
上
は
、
償
却
金
な
る
科
目
を
附
L
た
る
一
種
。
積
立
金
で
あ
る
@
詐
言
す
わ
ば
、
益
金
の
処
分
で
あ
る
。
」
(
五
十
川
三
竿

〔
京
都
税
務
署
〕
「
評
価
差
益
及
び
減
州
償
却
に
就
き
て
」
会
計
、
大
正
七
年
五
月
号
、
二
七
頁
)
と
の
結
論
が
で
て
く
る
が
、
東
京
税
務
監
督
局

の
中
村
継
男
は
、
丈
E
九
年
改

H
所
得
税
法
円
一
前
説
蓄
の
中
で
、
「
是
又
時
価
の
増
減
と
を
混
同
せ
る
も
り
に
し
て
、
如
何
に
制
定
資
産
の
時
仙
騰

貴
す
る
も
周
定
資
産
の
物
理
的
柚
月
は
、
政
問
又
は
日
然
の
破
壊
力
に
依
り
一
分
、
一
秒
之
雌
、
消
尽
せ
ら
れ
て
止
ま
ざ
る
も
の
な
る
を
以
て
、
損

益
引
費
上
そ
の
消
尽
せ
る
効
用
品
の
計
算
は
時
価
の
騰
落
に
拘
ら
ず
絶
体
に
必
要
な
り
。
き
れ
ば
減
仰
償
却
は
時
価
の
騰
落
に
関
悌
な
く
之
を
計
算

す
べ
き
こ
と
初
論
な
り
L

(

中
村
、
前
向
昔
、
一
六
三
頁
。
大
正
一
一
年
、
一

O
九

一

一

O
頁
)
と
批
判
し
た
。

同
州
大
旅
行
内
規
と
し
℃
「
固
定
資
産
杭
久
年
数
表
」
が
い
っ
定
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
大

E
七
年
説
〔
神
馬
新
七
郎
『
減
価
償
却
の
実
務
』
町

和
一
五
年
、
三
七
五
五
ω

沼
田
嘉
穂
『
固
定
資
産
金
司
』
昭
和
一
五
勺
、
二
一
八
二
頁
。
黒
沢
情
「
会
計
学
」
昭
和
一
八
年
、
一
一
一
四
七
頁
、
武
田
昌
輔



三
円
社
税
務
会
計
』
昭
和
三
七
年
、
一
九
七
頁
)
、
大
正
入
、
九
頃
説
ハ
原
口
一
九
平
・
小
菅
敏
郎
『
現
行
会
計
法
令
類
集
』
同
和
一
五
年
.
三
孔
二

頁
)
、
大
正
九
午
頃
説
(
木
村
和
三
郎
『
減
価
償
却
研
究
』
昭
和
二
二
牛
、
一
六
有
頁
)
が
あ
る
が
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
「
余
の
経
験
せ
る
所

に
依
り
重
な
る
資
産
に
利
そ
の
相
当
と
認
む
る
恥
A
年
数
を
掲
記
す
れ
ば
左
の
如
し
」
(
中
村
、
前
掲
昔
、
大
正
九
年
、
一
六
人
頁
)
と
そ
れ
が
公

表

れ

た

の

は

大

正

九

年

で

あ

っ

た

。

一

川
何
藤
沢
弘
『
改
正
所
得
税
法
適
議
』
大
正
九
年
、
八
二

1
八
三
頁
。

当
時
す
守
に
「
凶
定
資
産
の
減
価
償
却
金
は
償
却
を
為
し
た
年
度
の
損
金
と
し
て
若
倣
ず
べ
き
も
の
で
例
令
其
れ
が
利
益
金
の
処
分
と
し
て
計
算
せ

ら
れ
て
出
て
も
之
を
利
益
金
主
看
倣
し
て
課
税
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
即
ち
減
仰
償
却
金
と
振
替
に
直

r資
産
価
格
を
切
下
げ
て
も
又
稜
立

金
の
名
に
於
て
整
理
し
て
も
共
に
損
金
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
る
。
」
(
二
宮
了
一
二
寸
改
正
所
得
税
計
算
法
』
大
正
九
年
、
四
三
四
四
頁
)
と
の
批
判

が
あ
っ
た
が
、
大
蔵
省
国
税
一
酬
の
藤
沢
弘
は
翌
年
に
は
「
余
は
税
法
立
法
論
と
し
て
は
、
官
こ
〔
治
明
四
三
年
に
〕
上
案
せ

b
れ
た
る
改
正
法
案
の

規
定
の
如
く
、
減
価
償
却
積
立
金
は
之
を
損
金
と
為
す
旨
の
規
定
を
促
〈
一
か
」
可
と
信
ず
」
(
藤
沢
『
ん
両
社
の
経
済
と
納
税
』
二

O
六
五
)
ー
と
の

べ
る
に
い
た
っ
た
。

仙
川
中
村
、
前
掲
昔
、
大
正
九
年
、
二
三
頁
。
大
正
二
年
、
八
七
頁
。
去
、
失
部
俊
雄
『
最
近
会
社
説
法
の
精
主
昭
和
五
年
、
一
心
九
|
一

一
O
頁
ω

失
部
俊
雄
「
噌
一
訂
最
近
会
社
説
法
の
精
解
』
昭
和
六
年
、
一
口
九
一
一

O
頁
ロ
船
田
、
前
掲
昔
、
七
三
じ
四
頁
。
舶
用
勇
『
新
訂

税
務
会
副
L

昭
和
一
五
年
、
三
四
三
五
頁
。
参
問
。

ω
神
馬
、
前
掲
書
、
一
-
一
三
七
頁

Q

神
馬
耕
七
郎
『
減
伺
償
却
』
昭
和
二
五
年
、
一
一
一
三
八
頁
。

ω
明
治
四
一
年
三
月
九
日
会
計
抽
査
院
焔
会

第
一
種
所
得
決
定
ニ
関
シ
賢
産
減
価
値
却
長
ハ
会
社
計
算
方
二
途
一
一
山
一
ア
(
一
)
損
益
計
開

K
償
却
金
ヲ
損
失
一
一
軍
人
シ
同
時
二
日
産
減
何
ノ
整

理
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
(
一
)
損
設
計
算
上
償
却
金
ハ
利
益
金
ノ
処
分
ト
ジ
テ
補
充
シ
次
期
ノ
初
一
一
至
リ
資
産
減
価
ノ
整
理
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
有
之
右
前
段

ノ
整
理
方
一
一
位
ル
償
却
金
戸
当
該
期
一
一
於
テ
損
金
ニ
算
入
セ
ル
モ
後
段
ノ
整
理
方
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ニ
就
テ
ハ
当
該
期
ニ
於
テ
損
金
ニ
算
入
ジ
或
ハ
次
期

ノ
損
金
一
一
周
λ

ル
モ
ノ
ト
シ
損
金
一
一
算
入
セ
サ
ル
取
扱
ヲ
為
シ
区
々
-
一
相
成
侯
処
会
社
ノ
計
宜
上
利
益
金
ノ
処
分
ト
ジ
テ
補
充
ス
ル
償
却
金
ト
雄
資

産
価
格
ハ
現
実
低
落
シ
之
カ
整
理
ヲ
次
期
一
一
於
テ
為
ス
ニ
過
キ
サ
ル
を
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
当
該
期
ノ
損
金
一
一
算
入
ス
ル
方
相
当
ト
被
認
候
且
之
フ
当
該

期
ノ
損
金
一
一
計
算
メ
ル
ト
キ
ハ
全
部
損
益
計
算
ヲ
為
シ
タ
ル
年
度
ノ
損
金
一
一
算
入
ス
ル
コ
ト
ニ
相
成
取
扱
上
便
利
}
被
存
候
取
扱
方
一
定
候
様
云
々

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
何
償
却
会
計
(
そ
り
三
)

第
九
十
二
巻

四一一一七

第
六
号

七
じ



明
治
一
一
一
寸
一
年
所
得
税
訟
と
滅
価
償
却
金
副
(
そ
の
三
)

第
九
T
ニ
志

四

ノに

第
六
号

七
ノ¥

明
治
四
一
年
四
月
」
八

U
住
第
凶
、
八
二
心
号
主
税
局
回
報

木
月
九
日
付
五
第
L
一
王
号
制
照
会
一
一
係
ル
資
産
誠
仙
航
却
金
一
一
間
ス
ル
刊
ハ
貴
H
A
ノ
迫
取
扱
可
抗
ト
有
候
(
武
本
、
前
掲
吾
、
一
ハ

u
h
-
-
C

A

ハ
頁
)

M
W

『
修
在
哨
楠
税
法
一
目
議
類
莱
L

大
正
一
心
年
、
二
凹
六
瓦
。

「
会
副
実
際
ノ
組
益
計
算
上
似
却
金
ハ
利
益
企
ノ
処
分
シ
テ
柿
充
シ
次
期
ノ
初
ニ
主
リ
資
産
棋
倒
ノ
整
理
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
村
テ
ハ
当
該
斗
度

ニ
於
↑
一
フ
損
A

比
一
一
算
入
ス
ベ
キ
カ
又
ハ
次
年
度
ノ
損
金
ト
シ
プ
引
却
ス
ベ
キ
刀
挺
ア
レ
ド
モ
会
社
ノ
計
算
上
利
益
会
ノ
処
分
シ
テ
祈
光
ス
凡
償
却
金

ト
雌
資
詑
仙
格
ハ
到
中
古
低
落
シ
之
ガ
整
担
ヲ
次
期
一
一
於
テ
為
ス
ユ
過
ギ
ザ
ル
ヲ
以
下
ノ
円
該
年
度
ノ
担
金
一
一
割
入
ス
ル
ヲ
相
当
ナ
リ
ト
ス
。
」
(
鈴
木
、

前
担
書
、
三
六
六
五
〉

ω
『
明
治
大
正
則
政
山
氏
」
館
大
巻
、
一
一
凹
む
頁
。

「
会
社
副
担
ノ
形
式
カ
損
金
一
一
計
よ
セ
ハ
刺
益
処
分
ヲ
以
テ
ヒ
ル
ト
ニ
拘
一
フ
ス
之
〔
直
接
法
に
よ
る
減
価
前
却
い
ヲ
相
相
公
ト
ス
ヘ
キ
円
対
論
ナ
リ
」

(
山
本
貞
作
「
弘
人
所
得
税
の
割
算
及
甲
止
日
古
に
就
て
」
会
計
、
大

E
一
C
年
一
心
月
号
、
一
一
一
一
主
民
)

「
全
社
が
之
を
そ
の
事
業
年
度
の
担
金
に
計
上
し
た
る
と
利
益
金
の
処
分
を
以
で
し
た
る
正
に
糾
ら
ず
、
そ
の
利
益
の
生
じ
た
山
中
業
年
度
の
総
担

金
に
之
を
算
入
す
べ
き
で
あ
る
c

」
(
呉
部
、
前
掲
書
、
昭
和
五
年
、

A
O九
頁

a
m和
u
ハ
年
、
一

C
九

R
J

M
W

神
馬
、
前
掲
帯
、
開
和
一
五
年
、
一
一
一
三
八
頁
。
同
和
二
止
年
、
三
二
九
豆
。

同
日
中
嘉
男
「
悶
定
資
産
の
引
当
金
」
渡
辺
進
一
制
「
税
務
固
定
資
産
会
計
」
昭
和
三
五
司
、
一
一
一
一
六

E
U

M
W

沼
田
、
前
掲
皆
、
三
九
六
一
貝
ω

品
開
村
馬
、
前
掲
昔
、
昭
和
二
五
年
、
一
九
一
頁
。

納
田
中
穂
積
、
的
損
害
、
一
心
二
頁
。

制
佐
藤
雄
能
「
船
舶
価
格
の
整
担
」
会
一
日
大
山
一
五
年
三
月
、
一
一
二
三
見
。

一
間
つ
第
三
十
回
世
間
議
会
衆
議
院
所
得
税
法
中
政
正
法
律
峯
委
員
会
議
録
(
速
記
一
一
」
第
五
回
、
大
正
二
年
三
月
二

O
日
、
二
一
一
一
頁
ョ

紛
沼
田
、
前
掲
世
、
一
一
一
九
九
五
。

州
人
企
業
の
場
合
に
は
、
尚
一
何
償
却
の
み
で
な
く
、
間
定
資
産
時
仙
許
価
損
さ
え
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
税
法
解
説
書
は
こ
の
点
を
、



「
第
三
種
所
得
ノ
源
泉
ヲ
成
ス
財
産
ノ
仰
格
カ
或
ハ
増
加
シ
或
円
減
少
λ

ル
コ
ト
ア
リ
、
倒
ヘ
ハ
土
地
ノ
価
格
増
加

γ
、
家
邑
ノ
価
格
ハ
年
々
共
一
一

誠
少
ス
ル
ヲ
通
常
ト
ス
、
前
シ
テ
州
産
価
格
ノ
増
減
モ
亦
弟
三
和
所
梓
ノ
副
担
一
一
加
ブ
ヘ
シ
ト
諭
ス
ル
毛
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
、
然
レ
ト
第
三
種
断
得

ノ
算
出
ニ
付
キ
制
定
セ
ル
税
法
第
凶
条
ノ
一
ニ
ハ
財
産
阿
柿
ノ
増
減
ヲ
所
得
担
山
ノ
基
礎
ト
ナ
ス
一
一
ア
ラ
ス

y

テ
、
収
入
、
支
出
ニ
依
リ
テ
土
ヲ
剖
算

ス
ル
ノ
趣
旨
ナ
リ
l
僻
ス
パ
ヲ
相
当
ナ
リ
ト
信
ス
ル
カ
故
、
路
一
一
財
産
ノ
評
州
ノ
増
減
ハ
第
三
積
所
得
ニ
ア
り
テ
ハ
之
ヲ
問
ハ
ス
ノ
ニ
フ
司
ナ
り
、
之

ν
倍
一
一
期
所
得
ノ
計
算
ト
大
ニ
県
ナ
ル
所
ナ
リ
ト
ス
、
」
ハ
附
口
、
前
掲
宮
、
一

h

一
1
一
五
二
瓦
)
と
、
解
説
し
て
い
た
が
、
現
に
、
高
岡
税
務

署
長
お
上
び
大
阪
税
務
駐
哲
局
長
は
、
需
山
県
高
岡
山
の
個
人
船
舶
運
送
業
者
平
桔
伊
右
衛
門
の
大
止
八
勾
分
所
得
金
制
を
、
「
大
正
七
年
十
月
頃

ヨ
リ
船
何
暴
落
シ
」
(
『
抗
政
裁
判
所
判
決
録
」
第
コ
二
桝
(
大
正
九
年
度
〕
、
二
八
九
頁
〕
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
第
一
二
額
所
得
金
組
ハ
単
一
一
収

入
支
刊
エ
依
リ
引
耳
ス
へ
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
エ
支
出
ナ
キ
船
舶
時
価
主
損
額
ハ
第
一
二
種
所
得
計
担
上
控
除
円
ハ
ヘ
キ
モ
ノ
一
ニ
非
λ

」
(
前
掲
判
決
銅
、

二
九

O
民
)
と
い
う
見
解
の
下
に
、
「
二
万
二
千
k
百
六
十
阿
川
ト
決
定
シ
タ
」
(
一
山
掲
判
決
録
、
三
八
八
頁
)
か
か
る
決
定
に
た
い
し
、
平
能

は
「
法
人
ノ
場
合
ニ
総
担
金
ト
シ
テ
船
耐
航
却
金
及
時
価
制
損
金
ヲ
手
一
控
除
ス
ル
然
ル
ニ
伺
人
ノ
場
八
い
一
一
於
テ
ハ
船
舶
ノ
時
削
減
担
金
ヲ
控
除

ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ス
セ
ハ
船
舶
ノ
時
価
基
帯
ノ
為
ニ
非
常
ノ
蚊
担
ヲ
生
シ
州
都
〈
ト
シ
テ
ハ
大
損
失
ナ
ル
ニ
杓
ラ
ス
単
一
一
収
入
ヨ
リ
経
賓
ヲ
控
除
シ
テ

多
少
ノ
剰
余
ア
リ

1
ノ
一
本
ヲ
以
テ
所
得
税
ヲ
拭
一
宮
λ

ル
カ
如
キ
不
公
平
ナ
ル
結
扶
ヲ
生
ス
ヘ
ツ
」
〈
前
掲
判
決
娠
、
二
人
九
頁
)
と
主
張
し
、
「
所

得
金
額
決
定
取
消
罰
求
ノ
詐
」
(
大
ヱ
九
年
第
一
一
心
号
大
正
九
年
四
月
一
五

1
第
三
部
士
有
)
を
記
し
た
が
、
巧
政
裁
判
所
は
税
務
当
局
の
「
A
貯

金
支
持

L
て
、
「
海
運
業
一
一
凶
ル
第
二
極
所
得
ハ
所
得
税
法
第
川
条
ノ
三
及
同
法
随
行
規
則
第
一
条
ノ
規
定
一
二
仙
ヒ
収
入
予
算
余
知
ヨ
リ
共
ノ
収
入

ヲ
得
ル
一
一
必
要
ナ
パ
経
費
ヲ
控
除
シ
タ
ル
干
明
年
額
一
一
依
リ
之
ヲ
算
定
ス
ヘ
キ
毛
ノ
ニ
シ
テ
船
舶
ノ
叫
削
減
損
額
ノ
如
キ
ハ
経
費
即
チ
支
山
ス
ヘ
キ

使
用
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
一
五
ア
ヲ
綬
タ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
カ
故
ニ
原
告
ノ
右
主
眼
ハ
其
ノ
理
山
ナ
シ
」
(
前
掲
判
決
錦
、
二
九
一
頁
)
と
判
決
し
た

U

例
沼
田
、
前
掲
書
、
四

O
O頁。

ω
?田
敬
一
郎
「
減
師
償
却
の
諮
問
題
」
企
業
会
計
、
昭
和
二
六
年
一
月
号
、
三
(
)
頁
ω

〔
附
記
〕

本
稿
は
、
昭
和
三
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
品
目
〔
各
個
研
究
)
交
付
余
に
よ
る
研
究
成
果
報
告
の
一
部
で
あ
ゐ
ロ

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法
と
減
仰
償
却
会
計
(
そ
の
三
〕

第
九
十
二
巻

四

九

第
六
号

七
カー




